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産科医療補償制度の制度見直しの検討結果について 
 

公益財団法人日本医療機能評価機構 

 

 

１．産科医療補償制度運営委員会における制度見直しの検討経緯 

 

○ 産科医療補償制度は、早期に創設するために限られたデータをもとに設計

されたことから、創設時にまとめられた「産科医療補償制度準備委員会報告

書」において、「遅くとも５年後を目処に、本制度の内容について検証し、補

償対象者の範囲、補償水準、保険料の変更、組織体制等について、適宜必要

な見直しを行う」とされた。 

 

○  このため、産科医療補償制度運営委員会（以下、「運営委員会」という）

において、平成 24 年２月から制度見直しに向けた論議を開始し、補償対象と

なる脳性麻痺の基準、補償水準、掛金の水準、剰余金の使途、原因分析のあ

り方、調整のあり方、紛争の防止・早期解決に向けた取組み等を見直しに係

る検討課題として挙げた。 

 

○ これらの検討課題のうち、補償対象となる脳性麻痺の基準、補償水準、掛

金の水準、剰余金の使途等の検討に先立ち、小児神経科医、リハビリテーシ

ョン科医、産科医、新生児科医、疫学等の専門家から構成される「産科医療

補償制度 医学的調査専門委員会」（以下、「医学的調査専門委員会」という）

を設置し、補償対象者数の推計および制度見直しの検討にあたって必要な脳

性麻痺発症等に関するデータの収集・分析等を行い、その結果は平成 25年７

月に「産科医療補償制度 医学的調査専門委員会報告書」として運営委員会

に報告された。 

 

○ この報告等にもとづき、補償対象となる脳性麻痺の基準、補償水準、掛金

の水準等について運営委員会で議論した結果を、以下のとおり報告する。 

 

 

２．補償対象となる脳性麻痺の基準について 

 

（１）補償対象となる脳性麻痺の基準の見直し 

 

運営委員会において、制度創設時の経緯を踏まえ、制度の趣旨の範囲内で

現行の基準の見直しの要否について検討を行った。具体的には、創設以来約

５年にわたる制度運営の中で明らかになった課題や医学的に不合理な点の
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是正、新たに得られたデータにもとづく適正化の観点で、見直す上で必要な

医学的根拠等を踏まえ、検討を行った。 

検討の結果、見直しが必要と考えられる事項についての検討結果の概要は、

以下のとおりである。（詳細は、「産科医療補償制度 見直しに係る最終報告

書」（別添１）のとおり） 

 

① 一般審査の基準 

 

＜在胎週数の基準＞ 

 

本制度の在胎週数の基準は、制度創設時に「通常の妊娠・分娩」の範囲につ

いて、脳性麻痺の発生率が異なる在胎週数に着目し、現行の「在胎週数 33 週以

上」と設定した経緯にある。 
このことを踏まえ、今般の制度見直しにおいても、制度創設時と同様に、「脳

性麻痺の発生率が異なる在胎週数」に着目し、近年の周産期医療の進歩等によ

りその週の変化を検証したところ、次のとおりであった。 
「脳性麻痺の発生率が異なる在胎週数」について、2006 年から 2009 年にお

ける在胎週数 32 週の脳性麻痺の発生率（出生 1,000 対 4.3 人）は、同時期の 33
週や 34 週における発生率（出生 1,000 対 3.4 人、3.8 人）とほぼ同水準である。

他方、在胎週数 31 週の発生率（出生 1,000 対 13.2 人）は 32 週の約 3 倍、30
週の発生率（出生 1,000 対 35.7 人）は 31 週の約 3 倍である。 
このことを統計学的な観点から確認するため、前述の在胎週数 33 週における

脳性麻痺の発生率と各週における脳性麻痺の発生率との間の統計学的な有意差

を検定したところ、在胎週数 30 週以下については統計学的な有意差があるもの

の、31 週、32 週においては 33 週との有意差は認められないとの結果であった。 
 
したがって、在胎週数の基準について現行の「在胎週数 33 週以上」から「在

胎週数 31 週以上」へ見直すことが適当と考えられる。 
 
なお、これまでの制度運営実績を重視し、個別審査として補償申請が行われ

た事例において補償対象と判断された事例を検証すると、在胎週数 32 週以降の

申請事例では高い割合で補償対象とされていること、および脳性麻痺の発生率

が 33 週や 34 週とほぼ同水準であることから、「在胎週数 32 週以上」への見直

すことの根拠はより確実であるとの意見もあった。 
 
 【関連資料】別添２～別添４ 
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＜出生体重の基準＞ 

 

本制度の出生体重の基準は、在胎週数の基準と同様、制度創設時に「通常の

妊娠・分娩」の範囲について、脳性麻痺の発生率が異なる出生体重に着目し、

現行の「出生体重 2,000g 以上」と設定した経緯にある。 
このことを踏まえ、今般の制度見直しにおいても、制度創設時と同様に、「脳

性麻痺の発生率が異なる体重群」に着目し、その体重の変化を検証したところ、

次のとおりであった。 
「脳性麻痺の発生率が異なる出生体重」について、出生体重 2,000g における

脳性麻痺の発生率と、100g ごとの体重群における脳性麻痺の発生率との間の統

計学的な有意差を検定した結果、出生体重 1,400g 未満については統計学的な有

意差があるものの、1,400g 以上においては 2,000g 以上との有意差は認められな

いとの結果であった。 
したがって、出生体重の基準については、現行の「出生体重 2,000ｇ以上」か

ら、「出生体重 1,400ｇ以上」とすることが適当と考えられる。 
また、これまでの制度運営実績を重視し、個別審査として補償申請が行われ

た事例において補償対象と判断された事例を検証したところ、在胎週数 31 週以

上や在胎週数 32 週以上の場合は出生体重 1,400g 以上で高い割合で補償対象と

されており、「出生体重 1,400ｇ以上」へ見直すことの根拠になるとの意見があ

った。 
 
 【関連資料】別添５～別添７ 

 
 

② 個別審査の基準 

 
＜個別審査の基準＞ 

 

現行の基準は、分娩中の低酸素状況を示す指標として、臍帯動脈血ガス分析

値および胎児心拍数モニター上の所定の所見に限定しており、それらは母体や

胎児、新生児の救命等の緊急性等によっては必ずしも常に、十分に取得されて

いない事例がある。 

この課題に対しては、低酸素状況をきたす可能性のある疾患等が認められ、

引き続き求められる所見としてアプガースコア（1 分値が 3 点以下）、生後１時

間以内の児の血液ガス分析値（pH 値が 7.0 未満）のいずれかの所見が認められ

る場合を加えることが適当と考えられる。 
なお、低酸素状況をきたす可能性のある疾患等については、胎児母体間輸血

症候群、前置胎盤からの出血、急激に発症した双体間輸血症候群も現行基準に

記載されている常位胎盤早期剥離、臍帯脱出、子宮破裂、子癇と同様に胎児低 

3



 
酸素状況を引き起こす特殊な病態であることから、これらの病態が認められ

る場合を加えることが適当と考えられる。 
また、胎児心拍数モニターにおいては、低酸素状況であっても現行の基準の

胎児心拍数パターンを示さない事例がある。 

この課題に対しては、胎児心拍数モニターの所見において、胎児心拍数パタ

ーンと心拍数基線細変動の消失との関係を、現行の「かつ要件」から「または

要件｣に変更し、さらに、心拍数基線細変動の減少を伴った高度徐脈およびサイ

ナソイダルパターンを加えることが適当と考えられる。 
なお、編集・監修日本産科婦人科学会／日本産婦人科医会「産婦人科診療ガ

イドライン産科編」作成委員会において、上記の所見を認めた場合は、出生前

および出生時の児の状態が極めて悪いと考えられ、これらの所見は分娩中の低

酸素状況の存在を示唆する指標として妥当であるとされている。 
具体的な改定案は、以下のとおりである。（変更箇所＝下線部） 

 
 ＜個別審査基準（見直し後）＞ 

在胎週数が 28 週以上であり、かつ、次の（一）又は（二）に該当すること 
（一）低酸素状況が持続して臍帯動脈血中の代謝性アシドーシス（酸性血症）の 

所見が認められる場合（pH 値が 7.1 未満） 
（二）低酸素状況が常位胎盤早期剥離、臍帯脱出、子宮破裂、子癇、胎児母体間 

輸血症候群、前置胎盤からの出血、急激に発症した双胎間輸血症候群 等に 
よって起こり、引き続き、次のイからチまでのいずれかの所見 が認められ 
る場合 
イ 突発性で持続する徐脈 
ロ 子宮収縮の 50％以上に出現する遅発一過性徐脈 
ハ 子宮収縮の 50％以上に出現する変動一過性徐脈 
ニ 心拍数基線細変動の消失 
ホ 心拍数基線細変動の減少を伴った高度徐脈 
ヘ サイナソイダルパターン 
ト アプガースコア 1 分値が 3 点以下 
チ 生後 1 時間以内の児の血液ガス分析値（pH 値が 7.0 未満） 

 
 【関連資料】別添８ 

 
 

また、先天性要因や新生児期の要因等の除外基準、重症度の基準および補

償申請期間についても検討を行ったが、これらの基準の見直しは行わないと

の結論に至った。 
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（２）基準見直し後の補償対象者数 

 

① 補償対象者数の推計値 

 

一般審査の基準を「在胎週数 31 週以上かつ出生体重 1,400g 以上」とし、

個別審査の基準を＜個別審査基準（見直し後）＞に見直した場合（以下、

「在胎週数 31 週以上」という）の推計数は、以下のとおりである。 

年間 635 人（※1）(推定区間（※2）481 人～789 人) 

 

なお、一般審査の基準を「在胎週数 32 週以上かつ出生体重 1,400g 以上」

とし、個別審査の基準を＜個別審査基準（見直し後）＞に見直した場合（以

下、「在胎週数 32 週以上」という）の推計数は以下のとおりである。 

年間 571 人（※1）(推定区間（※2）423 人～719 人) 

※ 1 日本全国における、補償対象となる重度脳性麻痺児の年間出生数 

※ 2 統計的に見た 95％信頼区間 

 

② 補償対象者数の推計値の根拠 

 

 本年７月の医学的調査専門委員会による現行制度における補償対象者

数の推計は、沖縄県において 1998 年～2007 年に出生した脳性麻痺の全例

について、補償対象に該当するか否かの判断を行い、一般審査（※3）、個

別審査（※4）のそれぞれについて、「沖縄県における補償対象となる脳性

麻痺の発生数」、「沖縄県における出生数」、「2009 年の全国における出生

数」より、全国における補償対象者数の推計値を算出した。 
また、沖縄県における上記脳性麻痺の発生数を、2009 年の全国の発生

数にあてはめるに際しては、統計学的観点から誤差を考慮する必要がある

ため、真の予測値が含まれると考えられる区間について、二項分布の正規

近似を用いた方法により、推計値の 95％信頼区間を算出した。 
その結果、現行制度における補償対象者数の推計値は 481 人、95％信頼

区間は 340 人～623 人であった。 
基準見直し後の補償対象者数の推計に際しても、医学的調査専門委員会

による現行制度における補償対象者数の推計と同様、一般審査（※3）と

個別審査（※4）に分けて、推計値および推定区間を算出した。 
一般審査については、沖縄県において 1998 年～2007 年に出生した脳性

麻痺の全例について、補償対象に該当するか否かの判断を行い、「沖縄県

における補償対象となる脳性麻痺の発生数」、「沖縄県における出生数」、

「2009 年の全国における出生数」より、全国における補償対象者数の推

計値を算出した。個別審査基準については、分娩時の状況についてより詳

細な情報を確認する必要があることから、宮崎県において 1998 年～2010
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年に出生した児を対象とした宮崎大学の調査研究におけるデータも活用

した。 
具体的な算出方法は、別添９のとおりである。 

 

※ 3 在胎週数 31 週以上（32 週以上）かつ出生体重 1,400g 以上 

※ 4 在胎週数 31 週以上（32 週以上）かつ出生体重 1,400g 未満、または在胎週数 28
週以上かつ 31 週未満（32 週未満）で所定の条件を満たした場合 

 

 

３．補償水準・支払方式について 

 

運営委員会において、現行の 3,000 万円という補償水準が脳性麻痺児およ

びその家族の看護・介護に係る経済負担の軽減のための一助と、紛争の防

止・早期解決に照らして一定程度の効果を生み出しているか否かなどについ

て議論を行った。 

また、「児の生涯にわたり補償する方式（終身年金払方式）」および「20
年間の補償ではあるが、児の死亡時には補償金の支払いを打ち切る方式（有

期年金払方式）」の導入の是非について議論を行った。 

いずれの論点についても、議論の結果、現状を維持することとなった。 

検討結果は、「産科医療補償制度 見直しに係る最終報告書」（別添１）の

とおりである。 

 

 

４．掛金水準等について 

 

 平成 27 年１月以降の掛金水準等について、①現行制度において必要な保

険料水準、②見直し後制度において必要な保険料水準、③剰余金からの充当

額について検討を行い、以下のとおり算出した。 

 

① 現行制度において必要な保険料水準 

平成 25 年７月の医学的調査専門委員会による推計を踏まえた、現行制

度における補償対象者数推計の上限である623人をもとに算出した保険料

水準は 2.2 万円程度 である。 

＜算出式＞ 

推定区間上限 623 人×3,000 万円＋事務経費 28.4 億円 

＝約 215.3 億円 215.3 億円÷100 万分娩≒2.2 万円 

※ 事務経費については、平成 27 年見込み額として暫定で算出。 

※ 本年 10 月に提示していた保険料水準（2.1万円程度）からの変更理由

は、事務経費の見込み額について、10 月時点では平成 25 年の見込み
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額と同額（約 27 億円）で試算していたものを、今般、現時点での平成

27 年の事務経費を見込み（約 28.4 億円）、それにもとづいて試算した

ことによる。 

 

② 見直し後制度において必要な保険料水準 

「在胎週数 31 週以上」の場合の保険料水準は 2.7 万円程度 である。 

＜算出式（補償対象者数推計の上限である 789 人にて算出）＞ 

推定区間上限 789人×3,000万円＋事務経費 31.8億円＝約 268.5億円 

268.5 億円÷100 万分娩≒2.7 万円 

※ 事務経費については、平成 27 年見込み額として暫定で算出 

 

なお、「在胎週数 32週以上」の場合の保険料水準は 2.5万円程度である。 

   ＜算出式（補償対象者数推計の上限である 719 人にて算出）＞ 

推定区間上限 719人×3,000万円＋事務経費 30.2億円＝約 245.9億円 

245.9 億円÷100 万分娩≒2.5 万円 

※ 事務経費については、平成 27 年見込み額として暫定で算出 

 

③ 剰余金からの充当額 

・ 剰余金の額は、補償対象者数を仮に毎年 481 人とすると、平成 21 年契

約から平成 26 年契約の６年分で合計約 800 億円。 

・ 長期安定的な制度運営の観点で、剰余金が枯渇した際の掛金への影響を

考慮し設定することが望ましい。 

・ 充当期間および充当額については、今後の社会保障審議会医療保険部会

の議論も踏まえ、保険料水準が確定する段階で決定する。 

（参考） 

・ 充当期間２０年とした場合の充当額 :  0.4 万円程度 

・ 充当期間１５年とした場合の充当額 ： 0.5 万円程度 

・ 充当期間１０年とした場合の充当額 ： 0.8 万円程度 

 

 

５．平成 26 年１月の保険契約における事務経費等について 

 

第 69 回社会保障審議会医療保険部会に報告した方針のとおり、平成 26 年

１月の保険契約において、以下の見直しを行うこととしている。 

 

① 剰余金の返還の最低水準 

医学的調査専門委員会による現行制度における補償対象者数推計の

推定区間の下限値は 340 人であり、制度創設時と同様に補償対象者数の

推計の下限値より剰余金の返還の最低水準を設定すると 340 人となる。 
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一方、同報告書において補償対象者数を最も少なく見積もった場合の

推定区間の下限値として 278 人が示されており、本制度の公的性格等に

鑑み、現行の 300 人から 278 人とする。 

 

② 剰余金の運用益 

平成 26 年 1 月契約以降、補償原資に剰余が生じた場合、保険会社か

ら運営組織に返還される剰余分に、返還までの期間の運用益相当額が付

加されて返還される仕組みとする。 

なお、運用益相当額の算出方法等については、第三者の有識者から構

成される「産科医療補償制度 運用利率に関する検討会議」において検

討を行った結果より、別添 10 のとおりとする。 

 

③ 制度変動リスク対策費 

医学的調査専門委員会による現行制度における補償対象者数推計の

推計値より、500 人の見込みから 481 人の見込みに変更し算出する。 

制度変動リスク対策費は、 

(1)医療水準向上等に伴い脳性麻痺児の生存率が統計データ取得時

点より上昇するリスク 

(2)統計データ母数が少ないため推計値が大幅に外れるリスク 

(3)20 年間の長期にわたる補償金支払い業務に伴う予期できない

事務・システムリスク  

等の予期できないリスクに対応する費用であり、このうち、(2)につ

いては、今回の推計結果により低くなったと考えられるが引き続き５％

の範囲内で残っている他、(1)の「医療水準向上等に伴う脳性麻痺の生

存率の上昇リスク」や(3)の「事務・システムリスク」は依然として存

在しており、481 人にもとづき設定する。 

＜算出式＞ 

102 万 7,000 分娩×保険料 29,900 円×（481 人÷800 人）×5％≒約 9.2 億円 

 

上記を踏まえた、平成 26 年１月の保険契約における事務経費の額を含

めた、平成 21 年から平成 26 年の保険契約における事務経費等の推移は、

別添 11 のとおりである。 

 

なお、平成 27 年１月以降の保険契約における①剰余金の返還の最低水

準、③制度変動リスク対策費については、見直し後制度の補償対象者数推

計等も踏まえ、改めて検討を行うこととする。 

 

【参考；平成 27 年１月以降の制度変動リスク対策費】 
現行の考え方にもとづき算出した、平成 27 年１月以降の保険契約に
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おける制度変動リスク対策費は、「在胎週数 31 週以上」の場合は以下の

とおりである。 
 
＜算出式＞ 

100 万分娩×保険料 27,000 円×（635 人÷789 人）×5％≒約 10.9 億円 
※ 見直し後制度の補償対象者数推計（推計値 635 人、推定区間上限 789 人)

にもとづいて算出 
 

なお、「在胎週数 32 週以上」の場合は以下のとおりである。 
＜算出式＞ 

100 万分娩×保険料 25,000 円×（571 人÷719 人）×5％≒約 9.9 億円 
※ 見直し後制度の補償対象者数推計（推計値 571 人、推定区間上限 719 人)

にもとづいて算出 
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はじめに 

 
 産科医療補償制度（以下、「本制度」という）は、分娩に関連して発症した重度

脳性麻痺児とその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性麻痺発症

の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなど

により、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的とし

て、平成 21 年１月に創設された。 

 

本制度創設に際しては、平成 18 年 11 月に与党「医療紛争処理のあり方検討会」

によって取りまとめられた「産科医療における無過失補償制度の枠組みについて」

（以下、「与党枠組み」という）を受けて、平成 19 年２月に財団法人日本医療機

能評価機構（現在は公益財団法人日本医療機能評価機構）に設置された「産科医

療補償制度運営組織準備委員会」により、平成 20 年１月に「産科医療補償制度 

運営組織準備委員会報告書」が取りまとめられた。 
 
本制度は、安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、早期に創設

するために限られたデータをもとに設計されたことなどから、「産科医療補償制度 

運営組織準備委員会報告書」において、「遅くとも５年後を目処に、本制度の内容

について検証し、補償対象者の範囲、補償水準、保険料の変更、組織体制等につ

いて適宜必要な見直しを行う」こととされた。 
 
このため、産科医療補償制度運営委員会（以下、「運営委員会」という）におい

て、平成 24 年２月から制度の見直しに向けた議論を開始し、補償対象範囲、補

償水準、掛金の水準、剰余金の使途、原因分析のあり方、調整のあり方、紛争防

止・早期解決に向けた取組み等を見直しに係る検討課題として挙げた。 

 

これらの検討課題のうち、原因分析のあり方、調整のあり方、紛争防止・早期

解決に向けた取組み等について、補償対象者数の推計値等のデータの収集・分析

等の結果がなくとも議論が可能であったことから、運営委員会では先に議論を行

い、見直しに係る第一段階の報告書として、平成 25 年６月に「産科医療補償制

度見直しに係る中間報告書」を取りまとめた。この報告書に取りあげられている

制度見直しについては、将来的な実施に向けて検討中の事項等が一部あるものの、

改定実施時期を基本的に平成 26 年１月としている。 

 

一方、補償対象範囲、補償水準、掛金の水準、剰余金の使途等の検討にあたっ

ては、補償対象者数の推計値等のデータの収集・分析等が必要となることから、

まず小児神経科医、リハビリテーション科医、産科医、新生児科医、疫学等の専

門家から構成される「産科医療補償制度医学的調査専門委員会」を設置し、具体

的な議論が行えるようデータの収集・分析等を行うこととした。医学的調査専門

委員会では、補償対象者数の推計および制度見直しの検討にあたって必要な脳性
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麻痺発症等に関するデータの収集・分析等が行われ、その結果は平成 25 年７月

に「産科医療補償制度医学的調査専門委員会報告書」として取りまとめられ、運

営委員会に報告された。 
 
本報告書はこの報告にもとづき、補償対象となる脳性麻痺の基準、補償水準、

剰余金の使途等について運営委員会で議論した結果を見直しに係る第二段階の報

告書として、取りまとめたものである。今後、国や運営組織、産科医療関係者等

に対し、これらの制度見直しが平成 27 年 1 月を目途に円滑に実施され、本制度

のさらなる充実が図られるよう鋭意取り組むことを要請する。 
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報告書の取りまとめにあたって 

産科医療補償制度 運営委員会 

委員長 小林 廉毅 

 

出産はほとんどの場合、大変であっても無事終了し、家族は新しい家族を迎え

て安堵するのが通常ですが、時として妊婦や児に異常な状態が生じる場合があり

ます。いわばこの落差が、産科・周産期医療の現場を、他の医療とは異なる特別

な場にしていると考えられます。特に脳性麻痺の事例では、原因を明らかにした

いという親の強い思いから、裁判にまで持ち込まれる事例が少なくありません。 

 

 実際、産科医療の危機と言われた頃の医療関係訴訟の状況をみると、2006 年の

訴訟既済件数は全診療科で 987 件、そのうち産婦人科は 161 件あり、産婦人科医

師千人当たり 16 件と群を抜いて高い訴訟率でした。さらには、産科医療現場の激

務と相まって、分娩を取り止める医療施設の続出、医学生・若手医師における産

科志望者の減少など深刻な事態を生じていました。 

 

 そのような状況から新たな制度の創設が急がれ、関係者の迅速な対応もあって、

2006 年 11 月の与党の医療紛争処理のあり方検討会による「産科医療における無

過失補償制度の枠組みについて」や、政府による新制度創設事業の予算計上から

2 年余り、2009 年 1 月、産科医療補償制度は創設の運びとなりました。しかし、

創設を急いだ経緯から、いくつかの事項が引き続き検討課題とされ、遅くとも 5

年後を目処に制度の内容について検証し、必要な見直しを行うこととされました。 

 

 この方針にしたがい、制度の運営組織である公益財団法人日本医療機能評価機

構に設置された産科医療補償制度運営委員会において、2012 年 2 月開催の第 10

回運営委員会から、制度見直しの検討を開始しました。運営委員会は、産科医、

助産師、産科学・小児科学の専門家、患者の立場の有識者、弁護士、ジャーナリ

スト、保険関係者、医療・公衆衛生の有識者から構成され、そのうち約半数は制

度創設時の準備委員会に加わっているなど、制度見直しに相応しい体制が整えら

れました。 

 

 第 10 回から第 28 回までの計 19 回の運営委員会において、資料等の準備状況に

即して個々の項目ごとに順に審議を行いました。この間、事項によっては長く激

しい議論もありましたが、2013 年 6 月には中間報告書、そしてこのたび最終報告

書をまとめるに至りました。中間報告書では、原因分析のあり方、調整のあり方、

紛争の防止・早期解決に向けた取組み、分娩機関に対する改善に向けた対応など

の見直し結果について報告しました。最終報告書では、補償対象となる脳性麻痺

の基準、補償水準・支払い方式、剰余金の取扱いなどの事項を扱っています。 

 

 見直しの議論の過程では、（１）制度運営の中で明らかになった課題を改善する

 3

14



こと、（２）最近の産科・周産期医療の成果を取り込み医学的に不合理な点を是正

すること、（３）制度創設時に資料・データ不足で十分に対応できなかった事項に

対応することなどを議論の中心に据えるよう努めてまいりました。そして、各委

員の協力と熱心な討議によって、有益な議論が行われ重要な結論が得られたと思

います。制度見直しの結論については、中間報告書および最終報告書に取りまと

めております。 

 

さて、産科医療補償制度は、国内に同様の制度がほとんどない画期的な制度で

あるため、現時点においても資料・データや先例の不足している事項があり、継

続的に改善を重ねていかねばなりません。それ故、引き続き資料・データを収集

するとともに、衆知を集めて制度運営と制度見直しのプロセスを続ける必要があ

ります。あらためて、制度に対する広い支援を皆様にお願いする次第です。 

 

 最後に、制度見直しにあたってご支援やご協力をいただいた方々に、この場を

借りて、お礼申し上げたいと思います。運営委員会のヒアリングに協力いただい

た産科・周産期・小児科の関係者、医療安全専門家、弁護士の方々、アンケート

調査に協力いただいた補償対象児の保護者、分娩機関、診断協力医の方々、医学

的調査専門委員会の委員ならびに調査に協力いただいた沖縄県、栃木県、三重県

の小児科・リハビリ科・療育機関・行政関係の方々にあらためてお礼申しあげま

す。制度に関わる様々な団体からも制度見直しに関して貴重なご意見とご協力を

いただいております。運営組織に設置されている原因分析委員会、審査委員会、

再発防止委員会からは、何度も有用なコメントをいただきました。毎回の委員会

の資料準備と取りまとめ事務作業に奮闘してもらった日本医療機能評価機構の職

員にも感謝の意を表したいと思います。 

 

 4

15



Ⅰ．産科医療補償制度の概要と取組みの状況 

１）制度の目的 

 本制度は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担

を速やかに補償するとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、同じような事

例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決

および産科医療の質の向上を図ることを目的としている。 
 

２）制度加入状況 

 本制度は任意加入の制度であるが、国や関係団体の支援により、全国の分娩

機関の９９．８％が本制度に加入している（平成 25 年 10 月末現在）。 

なお、未加入の分娩機関に対しては、関係団体の協力のもと、継続的に個別

に加入についての働きかけを行っている。 

 

３）補償・審査 

ア．補償の仕組み 
 本制度は、分娩機関と妊産婦（児）との間で取り交わした補償約款にも

とづいて、当該分娩機関から当該児に補償金を支払う仕組みとなっている。 
分娩機関は補償金を支払うことによって被る損害を担保するために、運営

組織である公益財団法人日本医療機能評価機構（以下、「当機構」という）

が契約者となる損害保険に加入している。 
 

イ．補償の対象 
補償の対象は、本制度の加入分娩機関の管理下における分娩により、「出

生体重 2,000ｇ以上かつ在胎週数 33 週以上」または「在胎週数 28 週以上

で分娩に際し所定の要件に該当した状態」で出生した児に、身体障害者障

害程度等級１級または２級相当の重度脳性麻痺が発症し、運営組織が補償

対象として認定した場合である。 
ただし、以下の事由によって発生した脳性麻痺、および児が生後６か月

未満で死亡した場合は、補償の対象とならない。 
・児の先天性要因 
・児の新生児期の要因（分娩後の感染症等） 
・妊娠若しくは分娩中における妊婦の故意または重大な過失 
・地震、噴火、津波等の天災または戦争、暴動等の非常事態 

 
ウ．補償金額 

補償金額は、準備一時金として 600 万円、および毎年の補償分割金とし

て 120 万円を 20 回合計で 2,400 万円、総額 3,000 万円を、児の生存・死亡
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を問わず給付している。 
 

エ．審査の概要 
産科医、小児科医、リハビリテーション科医、有識者等から構成される

審査委員会において審査を行い、その結果にもとづき運営組織が補償対象

の認定を行っている（表１）。 

 

表１ 審査結果の累計 

 
審査結果 

補償対象外 児の生年 審査件数 
補償対象 

補償対象外 再申請可能※ 

平成 21 年 ２６０ ２２５ １９ １６

平成 22 年 ２０９ １９５ ３ １１

平成 23 年 １５３ １４３ ６ ４

平成 24 年 ７１ ７０ １ ０

合 計 ６９３ ６３３ ２９ ３１

（平成 25 年 10 月末現在）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 現時点では将来の障害程度の予測が難しく補償対象と判断できないものの、適切な時期に

再度診断が行われることなどにより、将来補償対象と認定できる可能性がある事案 

 

４）原因分析 

原因分析は、責任追及を目的とするものではなく、医学的観点から脳性麻痺

発症の原因を明らかにするとともに、同じような事例の再発防止を提言するた

めに行っている。 

産科医、助産師、新生児科医、弁護士、有識者等から構成される原因分析委

員会と原因分析委員会部会（以下、「部会」という）において原因分析を行い、

原因分析報告書を取りまとめ、保護者と分娩機関に送付しており、これまでに

307 件について送付している（平成 25 年 10 月末現在）。 
 

加えて、本制度の透明性を高めること、再発防止および産科医療の質の向上

を図ることを目的として、原因分析報告書の「要約版」を公表している。また、

個人識別情報等をマスキングした全文版は、学術的な研究、公共的な利用、医

療安全の資料のために、所定の手続きにより開示請求があった場合に、当該請

求者に開示することとしている。 

これまでに 294 事例の原因分析報告書の要約版を本制度のホームページ上に

掲載している。また、137 件の開示請求があり、延べ 3,201 件について開示し

ている（平成 25 年 10 月末現在）。 
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５）再発防止 

原因分析された個々の事例情報を体系的に整理・蓄積し、分析して再発防止

策などを提言した「再発防止に関する報告書」を取りまとめており、これまで

に年１回、合計３回公表している。これらの情報を国民や分娩機関、関係学会・

団体、行政機関等に提供することにより、再発防止および産科医療の質の向上

を図ることとしている。 

 

６）「産科医療補償制度 見直しに係る中間報告書」（平成 25 年６月）に係る制

度見直しの取組状況 

  原因分析のあり方、調整のあり方、紛争防止・早期解決に向けた取組み等の

検討結果が取りまとめられた「産科医療補償制度 見直しに係る中間報告書」

を受けた、主な取組みの現状は概ね次のとおりである。 

 

  原因分析のあり方に関して示された、原因分析報告書作成の迅速化に向けた

原因分析のフローおよび体制の変更については、既に妥当な範囲でできるだけ

効率的な審議ができるフローに変更しており、原因分析の実務的な主体となる

各部会の体制についても徐々に強化し、平成 26 年１月には新しい体制が整う

見込みである。 

  調整のあり方に関して示された、原因分析委員会で判断している「重大な過

失が明らかであると思料されるケース」の、「一般的な医療から著しくかけ離れ

ていることが明らかで、かつ産科医療として極めて悪質であることが明らかな

ケース」への変更については、関連の諸規定やシステムの改定を経て平成 26
年１月から実施する。 

  紛争防止・早期解決に向けた取組みに関して示された、紛争解決機能は持た

ないものの、保護者および分娩機関からの相談などについて丁寧に対応するこ

とについては、保護者および分娩機関との日常の応対の中で、今まで以上に丁

寧な対応に心がけている。 

  なお、胎児心拍数陣痛図の産科医療関係者に対する教育・研修のための活用

に関しては、関連資料を平成 25 年 12 月に取りまとめるところである。 
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Ⅱ 制度見直しに係る議論の結果 

 

１．補償対象となる脳性麻痺の基準 

 

 我が国には全国的な脳性麻痺児の登録制度がないことから、制度創設時に設置

した「産科医療補償制度調査専門委員会」（以下、「創設時調査専門委員会」とい

う）において限られたデータをもとに分析・検討を行い、その結果をもとに「産

科医療補償制度準備委員会」において補償対象となる脳性麻痺の基準を設定した。 
 「通常の妊娠・分娩にもかかわらず分娩に係る医療事故により脳性麻痺となっ

た場合」を補償の対象とするとした制度創設の枠組みのもと、その具体的な基準

として、在胎週数や出生体重の基準、個別審査に係る基準、先天性要因等の除外

基準、重症度の基準等を設定した経緯にある。 
今般の制度見直しに係る検討においては、このような経緯を踏まえ、制度の趣

旨の範囲内で現行の基準の見直しの要否について議論を行った。具体的には、創

設以来約５年にわたる制度運営の中で明らかになった課題や医学的に不合理な点

の是正、新たに得られたデータにもとづく適正化の観点で、見直す上で必要な医

学的根拠等を踏まえ、以下のそれぞれの基準について議論を行った。 
なお、検討に際しては、制度創設以来約 700 件の脳性麻痺事案について審査を

行ってきた「産科医療補償制度審査委員会」、および今般の制度見直しに係る検討

にあたり新たに設置した「産科医療補償制度医学的調査専門委員会」からの専門

的な見地にもとづく提言等も踏まえ、議論を行った。 
 

１）一般審査の基準（「未熟性による脳性麻痺」の基準） 
  ２）個別審査の基準（「未熟性による脳性麻痺」のうち「分娩に係る医療事故」

の基準） 
  ３）除外基準 

 ４）重症度の基準 
  ５）その他の基準 
 
 これらの基準に関する検討の結果は、以下のとおりである。 
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１）一般審査の基準 

 
【現状と経緯】 

平成 18 年 11 月に自由民主党・医療紛争処理のあり方検討会において取りまと

められた「与党枠組み」においては、「分娩に係る医療事故」により障害等が生じ

た患者に対して救済すること、補償の対象者は、「通常の妊娠・分娩にもかかわら

ず、脳性麻痺となった場合」とすることが示された。 
 創設時調査専門委員会において、「通常の妊娠・分娩」について、まず脳性麻痺

となった原因が「分娩に係る医療事故」とは考え難い妊娠・分娩の範囲を検討し、

それを除いたものが該当すると考えた。具体的には、成熟児と未熟児との間で脳

性麻痺のリスクは大きく異なっており、出生体重 1,800ｇ～2,000ｇ未満、在胎週

数 32 週～33 週未満では脳性麻痺児の数が多く、かつ未熟性が原因と考えられる

児が多い傾向が認められたことから、「分娩に係る医療事故」とは考え難い、未熟

性が原因となる脳性麻痺について、出生体重や在胎週数により判断する基準を定

めた。 
 具体的な出生体重や在胎週数の基準の検討にあたっては、在胎週数の基準を 33
週とする案と 32 週とする案、出生体重の基準を 2,000ｇとする案と 1,800ｇとす

る案、両者の関係を「かつ」とする案と「または」とする案等が示され、「出生体

重 2,000g 以上、かつ在胎週数 33 週以上」とした。 
 
【議論の背景】 

 これまでの制度見直し議論の中で、産科医療補償制度 医学的調査専門委員会、

審査委員会、運営委員会等において、現行の基準について,以下の課題が提起され

た。 
 
（１）未熟性と脳性麻痺の関係 

① 制度創設時には、沖縄県および姫路市のデータ（沖縄県は 1998 年か  

ら 2001 年、姫路市は 1993 年から 1997 年）をもとに、出生体重 1,800
ｇから 2,000ｇ、在胎週数 32 週から 33 週を超えると脳性麻痺の発生率

が大きく低下することに着目し、出生体重 2,000ｇ以上、かつ在胎週数

33 週以上を「通常の分娩」と整理した。 
② 一方、平成 25 年７月に取りまとめられた「産科医療補償制度医学的調

査専門委員会報告書」における沖縄県の新たなデータ（2002 年から 2009 
  年を新たに追加）によると、在胎週数 28 週から 31 週における脳性麻痺

の発生率が著しく低下していることが明らかになった。 
③ このため、「通常の妊娠・分娩」についての再整理の要否を検討する必  

要がある。 
 
（２）「未熟性による脳性麻痺」の定義 

① 制度創設時には、未熟児に脳性麻痺のリスクが高い理由として、呼吸窮
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迫症候群（RDS）、頭蓋内出血（IVH）、脳室周囲白質軟化症（PVL）を

認めた事例が多く占めることから、出生体重や在胎週数ごとにこれらが

占める割合を勘案し、「未熟性による脳性麻痺」と整理した。 
② 一方、近年の周産期医療の進歩等により在胎週数 28 週から 31 週におけ      

る脳性麻痺の発生率が著しく減少している中、この週数の間に出生する

児は未熟性により脳性麻痺を生じる蓋然性が高いとは言えなくなってき

ている。 
③ このため、「未熟性による脳性麻痺」について、現在の周産期医療の状況   

等に照らし、呼吸窮迫症候群（RDS）、頭蓋内出血（IVH）、脳室周囲白

質軟化症（PVL）に関し、改めて整理する必要がある。 
 
（３）在胎週数と出生体重の関係 

① 脳性麻痺の発生には、出生体重よりも在胎期間がより強く関与している。 
② このため、在胎週数の基準と出生体重の基準を「かつ」で結ぶ同列の基

準は必ずしも適当でない可能性がある。 
③ また、多胎分娩の場合、一児の出生体重が小さくなる傾向にあるため、

多胎分娩にも現行の出生体重の基準を適用すると、単胎の場合と比べ不

公平が生じていると考えられる。 
 
 「産科医療補償制度医学的調査専門委員会」にて、最も信頼性が高いとして現

行制度における補償対象者数の推計に使用した、沖縄県におけるデータなどをも

とに、在胎週数の基準、出生体重の基準のそれぞれについて議論を行った。 
 

（１）在胎週数の基準 

 

【議論の経緯】 
 沖縄県において 1998年から 2009年に出生した児に係る在胎週数ごとの脳性麻

痺の発生率について、在胎週数 28 週から 31 週における発生率の推移を出生年別

に見ると、制度創設時に参照した 1998 年から 2000 年においては出生 1,000 対

127.8 人であったものが、2007 年から 2009 年においては出生 1,000 対 36.8 人と

明らかな減少傾向を示している。 
これらの在胎週数における脳性麻痺の発生率の減少については、様々な要因が

考えられるが、制度創設時に「未熟性による脳性麻痺」の主な原因と考えられた

呼吸窮迫症候群（RDS）、頭蓋内出血（IVH）、脳室周囲白質軟化症（PVL）のう

ち、特に PVL および RDS について、近年の周産期医療の進歩等により発生率が

著しく減少していることが報告されており、このことがその一因と考えられるが、

なお、残る児について、その原因が何であるかは不明である。 
しかしながら、2007 年から 2009 年における発生率出生 1,000 対 36.8 人は、

在胎週数 27 週以下における発生率（出生 1,000 対 119.8 人）の約三分の一であ

るのに対し、在胎週数 32 週から 36 週における発生率（出生 1,000 対 2.2 人）と

比べると今なお約 17 倍の差があり、脳性麻痺の発生率が異なる在胎週数が、制
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度設立時の 33 週から 28 週に変化したと判断することは必ずしも適当でないと考

えられた。そこで、次に在胎週数１週ごとに脳性麻痺の発生率を確認し、脳性麻

痺の発生率が異なる週数等について確認を行った。在胎週数 30 週、31 週、32 週

以上では 33 週との間において発生率に有意差がないなどの可能性が考えられた

ため、これらの在胎週数について個別に検討を行った。 
 

まず、在胎週数 32 週について、2006 年から 2009 年における発生率（出生 1,000
対 4.3 人）は、同時期の 31 週における発生率（出生 1,000 対 13.2 人）の約 1/3、
33 週における発生率（出生 1,000 対 3.4 人）の約 1.3 倍であり、32 週における脳

性麻痺の発生率は、33 週における発生率と異なると判断することは適当でない。 
このことを統計学的な観点で確認するため、在胎週数 33 週における脳性麻痺

の発生率と各週における脳性麻痺の発生率について統計学的な有意差の検定を行

ったところ、在胎週数 30 週以下については統計学的な有意差があるものの、31
週、32 週においては 33 週との有意差は認められなかった。 

さらに、制度開始から 5 年の間に個別審査として補償申請が行われた事例につ

いて、審査の結果、補償対象と判断された事例を検証したところ、在胎週数 32
週以降の申請事例は高い割合で補償対象とされていることから、32 週以上の事例

を一般審査の対象として一律に補償対象としても、32 週に本来補償対象とすべき

でない事例の紛れ込みが多く含まれる可能性は低く、在胎週数の基準を 32 週へ

見直すことの根拠はより確実であるとの意見もあった。 
なお、個別審査への申請数が少ないこと、および現時点ですべての補償対象と

なる事例が申請されているわけではないことなどから有用性が低いとの指摘もあ

った。 
 

次に在胎週数 31週については、2006年から 2009年における発生率（出生 1,000
対 13.2 人）は、同時期の 30 週における発生率（出生 1,000 対 35.7 人）の約 1/3、
32 週における発生率（出生 1,000 対 4.3 人）の約 3 倍であった。 

前述の在胎週数 33 週における脳性麻痺の発生率と各週における脳性麻痺の発

生率との統計学的な有意差の検定の結果は、32 週同様、31 週においても 33 週と

の有意差は認められなかった。 
これらのことから、在胎週数の基準を 31 週へ見直すことは適当と考えられる。 
 
在胎週数 30 週については、制度創設時に一般審査による補償対象とした在胎

週数（33 週・34 週）における脳性麻痺の発生率（出生 1,000 対 11.6 人）に着目

し、その発生率と、最新のデータにおける在胎週数別の発生率を比較することに

より、在胎週数 30 週への変更が望ましいとする意見があった。 
しかし、在胎週数 30 週においては、2006 年から 2009 年における発生率（出

生 1,000 対 35.7 人）は、同時期の 29 週における発生率（出生 1,000 対 69.3 人）

の約 1/２、31 週における発生率（出生 1,000 対 13.2 人）の約 3 倍であり、前述

の統計学的な有意差の検定においても、在胎週数 30 週は 33 週との有意差が認め

られた。 
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このため、在胎週数 30 週については、依然として未熟性を主たる原因とする

脳性麻痺が一定数存在している可能性があると考えられ、現時点で在胎週数の基

準を 30 週へ見直すことは適当でないと考えられる。 
 

 

【議論の結果】 

本制度の在胎週数の基準は、制度創設時に「通常の妊娠・分娩」の範囲につい

て、脳性麻痺の発生率が異なる在胎週数に着目し、現行の「在胎週数 33 週以上」

と設定した経緯にある。 
このことを踏まえ、今般の制度見直しにおいても、制度創設時と同様に、「脳性

麻痺の発生率が異なる在胎週数」に着目し、近年の周産期医療の進歩等によりそ

の週の変化を検証したところ、次のとおりであった。 
「脳性麻痺の発生率が異なる在胎週数」について、2006 年から 2009 年におけ

る在胎週数 32 週の脳性麻痺の発生率（出生 1,000 対 4.3 人）は、同時期の 33 週

や 34 週における発生率（出生 1,000 対 3.4 人、3.8 人）とほぼ同水準である。他

方、在胎週数 31 週の発生率（出生 1,000 対 13.2 人）は 32 週の約 3 倍、30 週の

発生率（出生 1,000 対 35.7 人）は 31 週の約 3 倍である。 
このことを統計学的な観点から確認するため、前述の在胎週数 33 週における

脳性麻痺の発生率と各週における脳性麻痺の発生率との間の統計学的な有意差を

検定したところ、在胎週数 30 週以下については統計学的な有意差があるものの、

31 週、32 週においては 33 週との有意差は認められないとの結果であった。 
 
したがって、在胎週数の基準について現行の「在胎週数 33 週以上」から「在

胎週数 31 週以上」へ見直すことが適当と考えられる。 
 
なお、これまでの制度運営実績を重視し、個別審査として補償申請が行われた

事例において補償対象と判断された事例を検証すると、在胎週数 32 週以降の申

請事例では高い割合で補償対象とされていること、および脳性麻痺の発生率が 33
週や 34 週とほぼ同水準であることから、「在胎週数 32 週以上」へ見直すことの

根拠はより確実であるとの意見もあった。 
 
 
なお、在胎週数 28 週から 31 週における脳性麻痺の発生率の減少に着目し、在

胎週数の基準を 28 週に変更するべきとの意見もあったが、2007 年から 2009 年

における発生率（出生 1,000 対 36.8 人）は、在胎週数 27 週以下における発生率

（出生 1,000 対 119.8 人）の約三分の一であるのに対し、在胎週数 32 週から 36
週における発生率（出生 1,000 対 2.2 人）と比べると約 17 倍であり、脳性麻痺の

発生率が変化する在胎週数が、制度設立時の 33 週から 28 週に変化したと判断す

ることは必ずしも適当でないと考えられる。 
今後、これらの在胎週数における脳性麻痺の発生率がさらに低下し、「通常の妊

娠・分娩」ではないと整理することが不適当と考えられる場合は、新たなデータ
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等をもとに、改めて検討を行うこととする。 
 
 
（２）出生体重の基準 

 

【議論の経緯】 

 出生体重についても、沖縄県において 1998 年から 2009 年に出生した児に係る

出生体重 100ｇごとの脳性麻痺の発生率をもとに、「脳性麻痺の発生率が異なる出

生体重」について確認を行った。 
その結果、2006 年から 2009 年における発生率は、出生体重 1,400ｇが「脳性

麻痺の発生率が異なる出生体重」であると考えられ、このことを統計学的な観点

で確認するため、出生体重 2,000ｇにおける脳性麻痺の発生率と、100ｇごとの出

生体重における脳性麻痺の発生率について統計学的な有意差の検定を行ったとこ

ろ、出生体重 1,400ｇ未満については統計学的な有意差があるものの、1,400ｇ以

上については 2,000g との有意差は認められなかった。 
さらに、制度開始から 5 年の間に個別審査として補償申請が行われた事例につ

いて、審査の結果、補償対象と判断された事例を検証したところ、在胎週数 31
週以上や在胎週数 32 週以上の場合は出生体重 1,400g 以上で高い割合で補償対象

とされていることから、1,400g 以上の事例を一般審査の対象として一律に補償対

象としても、本来補償対象とすべきでない事例の紛れ込みが多く含まれる可能性

は低いとの意見もあった。なお、個別審査への申請数が少ないこと、および現時

点ですべての補償対象となる事例が申請されているわけではないことなどから有

用性が低いとの指摘もあった。 
 

 
【議論の結果】 

本制度の出生体重の基準は、在胎週数の基準と同様、制度創設時に「通常の妊

娠・分娩」の範囲について、脳性麻痺の発生率が異なる出生体重に着目し、現行

の「出生体重 2,000g 以上」と設定した経緯にある。 
このことを踏まえ、今般の制度見直しにおいても、制度創設時と同様に、「脳性

麻痺の発生率が異なる体重群」に着目し、その体重の変化を検証したところ、次

のとおりであった。 
「脳性麻痺の発生率が異なる体重群」について、前記の出生体重 2,000g におけ

る脳性麻痺の発生率と、100g ごとの体重群における脳性麻痺の発生率との間の統

計学的な有意差を検定した結果、出生体重 1,400g 未満については統計学的な有意

差があるものの、1,400g 以上については 2,000g 以上との有意差は認められない

との結果であった。 
したがって、出生体重の基準については、現行の「出生体重 2,000ｇ以上」か

ら、「出生体重 1,400ｇ以上」とすることが適当と考えられる。 
 
また、これまでの制度運営実績を重視し、個別審査として補償申請が行われ補
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償対象と判断された事例を検証したところ、在胎週数 31 週以上や在胎週数 32 週

以上の場合は、出生体重 1,400g 以上について高い割合で補償対象とされており、

「出生体重 1,400ｇ以上」へ見直すことの根拠になるとの意見があった。 
 
 
また、神経発達は出生体重よりも在胎週数により強く相関することについて、

出生体重の基準を完全に撤廃するべき、あるいは在胎週数の基準と出生体重の基

準との関係を「かつ」ではなく「または」に変更するべきとの意見もあったが、

そのような見直しを行った場合、出生体重が極めて少なく、脳性麻痺の原因とし

て未熟性の影響が強いとみられる事例も補償対象に含めることとなり、一律に補

償対象とする基準としては必ずしも適当でないと考えられる。 
このため、一般審査の基準は在胎週数の基準に重きを置き、出生体重の基準は、

基準とする在胎週数の正常な体重分布の幅の中に収まっていることが適当と考え

られるが、在胎週数 31 週においても、在胎週数 32 週においても、1,400ｇは正

常な体重分布の範囲内であり、また神経発達との相関の強さの観点からも、出生

体重の基準は 1,400ｇ以上とすることが適当と考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14

25



２）個別審査の基準 

 
【現状と経緯】 

出生体重や在胎週数の基準より小さい児であっても「分娩に係る医療事故」に

より脳性麻痺となる事例はありえ、出生体重や在胎週数を絶対的な基準とするこ

とは難しいことなどから、基準に近い児については、「分娩に係る医療事故」に

該当するか否かという観点から個別審査の基準を設けることとした。 

具体的な基準の設定にあたっては、分娩中の胎児の低酸素状況を判断する基準

について 2008 年の産婦人科診療ガイドライン産科編では示されていなかったこ

とから、米国産婦人科学会（ACOG）が取りまとめた報告書「Neonatal 
Encephalopathy and Cerebral Palsy」（邦題：脳性麻痺と新生児脳症）における

「脳性麻痺を起こすのに十分なほどの急性の分娩中の出来事を定義する診断基

準」（以下、「ACOG の基準」とする）を参考に検討を行い、以下の個別審査の基

準が設定された。 

なお、本制度創設時に参考とした ACOG の基準は、米国において、周産期と

脳性麻痺児との関連による医療訴訟が多いことを背景として作成された経緯が

ある。そのため、条件は厳しく設定されており、また本来、在胎週数 34 週以降

に適用する基準である。したがって、ACOG の基準を準用するにあたっては、

ACOG の基準を一律に適用することとはせず、本制度においては、在胎週数 33
週未満に出生した脳性麻痺児における分娩中の低酸素状況の有無を判断する基

準として、臍帯動脈血 pH 値と胎児心拍数モニター所見については「かつ」であ

ったが「または」とし、また臍帯動脈血 pH 値の基準については、「7.0 未満」を

「7.1 未満」とした。 

個別審査は在胎週数 28 週以上の児について行うが、在胎週数 28 週未満の児に

ついては、臓器・生理機能等の発達が未熟なために、医療を行っても脳性麻痺と

なるリスクを回避できる可能性が医学的に極めて少なく、「分娩に係る医療事故」

とは考え難いことから、個別審査の対象としないこととした。 
 
 
 ＜個別審査基準（現行）＞ 

在胎週数が 28 週以上であり、かつ、次の（一）又は（二）に該当すること 
（一）低酸素状況が持続して臍帯動脈血中の代謝性アシドーシス（酸性血症）の所見が認

められる場合（pH 値が 7.1 未満） 
（二）胎児心拍数モニターにおいて特に異常のなかった症例で、通常、前兆のとなるよう

な低酸素状況が前置胎盤、常位胎盤早期剥離、子宮破裂、子癇、臍帯脱出等によっ

て起こり、引き続き、次のイからハまでのいずれかの胎児心拍数パターンが認めら

れ、かつ、心拍数基線細変動の消失が認められる場合 
イ 突発性で持続する徐脈 
ロ 子宮収縮の 50％以上に出現する遅発一過性徐脈 
ハ 子宮収縮の 50％以上に出現する変動一過性徐脈 
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【議論の背景】 

 これまでの制度運営の中で、また「産科医療補償制度医学的調査専門委員会」

において新たなデータの収集、分析を行う中で、現行の基準について、以下の課

題が提起された。 
 
（１）個別審査の基準  

①現行の基準は分娩中の低酸素状況を示す指標として臍帯動脈血ガス値、およ

び胎児心拍数モニター上の所定の所見に限定しており、それらは母体や胎児、

新生児の救命等の緊急性等によっては必ずしも常に、十分に取得されていな

い事例がある。 
②胎児心拍数モニターにおいては、低酸素状況であっても現行の基準の胎児心

拍数パターンを示さない事例がある。 
 
（２）在胎週数 28 週未満の取扱い 

在胎週数 28 週未満であっても、その全てが「未熟性による脳性麻痺」で

はなく、「分娩に係る医療事故」による場合、すなわち未熟性による影響を上

回り低酸素の影響が大きい事例が存在するが、そのような場合であっても補

償対象とならず、個別審査の対象となっている 28 週以上の場合と比べ不公

平感がある可能性がある。 
 
 
【議論の結果】 
 「産科医療補償制度審査委員会」において、「分娩に係る医療事故」であると考

えられる状態を判断する基準に関し、現行の指標が、脳性麻痺児における分娩中

の低酸素状況の存在を示唆する指標として必要十分であるか否かについて医学的

な観点から検討を行い、その報告を踏まえ、運営委員会において議論を行った。 
 なお、制度創設時、2008 年の産婦人科診療ガイドライン産科編では分娩中の低

酸素状況を判断する基準が示されていなかったため ACOG の基準を準用したが、

2011 年の産婦人科診療ガイドライン産科編 1）（以下、産科ガイドライン 2011）
において、胎児の状態から急速遂娩の緊急度を判断する基準が示されたことから、

今回の検討にあたってはこの基準を参考とし、見直しの根拠とした。 
 議論の結果は、それぞれ以下のとおりである。 
 

①前提病態について 
  現行基準に記載されている常位胎盤早期剥離、臍帯脱出、子宮破裂、子癇

と同様に、胎児母体間輸血症候群、前置胎盤からの出血、急激に発症した双

胎間輸血症候群も突発的に胎児低酸素状況を引き起こす特殊な病態であるこ

とから、個別審査基準における前提病態として加えることが適当である。 
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②心拍数基線細変動の消失と所定の胎児心拍数パターンについて 
現行の心拍数基線細変動の消失と所定の胎児心拍数パターン（突発性で持

続する徐脈、子宮収縮の 50％以上に出現する遅発一過性徐脈または変動一過

性徐脈）の両方の基準を満たす場合のみが低酸素状況で重度脳性麻痺となる

のではなく、心拍数基線細変動の消失と所定の胎児心拍数パターンのいずれ

かの基準を満たす場合も、産科ガイドライン 2011 においてはいずれもレベ

ル 4※以上であり、重篤な低酸素状況が進行している状態と解釈される。した

がって、どちらか一方の基準を満たす場合でも、個別審査基準とすることが

適当である。 
  ※産婦人科診療ガイドライン産科編 2011 の CQ411 において、胎児の状態か

ら急速遂娩の緊急度を判断する基準として「胎児心拍数波形分類に基づく

対応と処置」が示されており、レベル 4 の場合は急速遂娩の準備、あるい

は急速遂娩の実行と新生児蘇生の準備、レベル 5 の場合は急速遂娩の実行

を勧めている。 
 

③心拍数基線細変動の減少を伴った高度徐脈について 
心拍数基線細変動の減少を伴った高度徐脈を認める場合は、産科ガイドラ

イン 2011 において胎児の Well-being が障害されている状態と判断する基準

とされており、重篤な低酸素状況が進行している状態と解釈されることから、

個別審査基準とすることが適当である。 
 

④サイナソイダルパターンについて 
サイナソイダルパターンを認める場合は、産科ガイドライン 2011 におい

てレベル 4 以上とされており、重篤な低酸素状況が進行している状態と解釈

されることから、個別審査基準とすることが適当である。 
 

⑤アプガースコアについて 
アプガースコアは出産直後の児の健康状態を表す指標として広く認知され

ており、データが圧倒的に得やすいという利点がある。また、アプガースコ

ア１分値 3 点以下は重症仮死の基準とされており 2）、分娩中の低酸素状況の

存在を示唆する指標と考えられる。さらに、脳性麻痺となった早産児におい

てアプガースコア１分値 3 点以下が多いことから、個別審査基準とすること

が適当である。 
 

⑥児の血液ガス分析値について 
脳低温療法は、中等度から重度の低酸素性虚血性脳症（hypoxic-ischemic 

encephalopathy: HIE）に対して行われるものであり、出生後 6 時間以内に

深部温を 72 時間冷却することにより死亡率を低下させ、生後 18 ヶ月におけ

る神経学的予後を改善すると報告されており、新生児の HIE に対する脳低温

療法は世界的に普及してきている 3）。この脳低温療法の適応基準の一つであ

るアシドーシスの基準は、臍帯血または生後 1 時間以内の児の血液ガス分析
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値で pH が 7.0 未満とされており、生後 1 時間以内の児の血液ガス分析値は、

臍帯動脈血と同等に分娩中の低酸素状況の存在を示唆する指標であると考え

られる。したがって、この脳低温療法の適応基準（pH 値が 7.0 未満）を準用

し、生後１時間以内の児の血液ガス分析値（pH 値が 7.0 未満）を個別審査基

準とすることが適当である。 
  
 なお、編集・監修日本産科婦人科学会／日本産婦人科医会「産婦人科診療ガイ

ドライン産科編」作成委員会において、脳性麻痺児となった児に上記の①から⑥

の所見を認めた場合は、出生前ならびに出生時の児の状態が極めて悪いと考えら

れ、これらの所見は分娩中の低酸素状況の存在を示唆する指標として妥当である

とされている。 
 

上記の議論の結果にもとづく具体的な改定案は、以下のとおりである。（変更箇

所＝下線部） 
 
 ＜個別審査基準（見直し後）＞ 

在胎週数が 28 週以上であり、かつ、次の（一）又は（二）に該当すること 
（一）低酸素状況が持続して臍帯動脈血中の代謝性アシドーシス（酸性血症）の所見が認

められる場合（pH 値が 7.1 未満） 
（二）低酸素状況が常位胎盤早期剥離、臍帯脱出、子宮破裂、子癇、胎児母体間輸血症候

群、前置胎盤からの出血、急激に発症した双胎間輸血症候群等によって起こり、引

き続き、次のイからチまでのいずれかの所見が認められる場合 
イ 突発性で持続する徐脈 
ロ 子宮収縮の 50％以上に出現する遅発一過性徐脈 
ハ 子宮収縮の 50％以上に出現する変動一過性徐脈 

ニ 心拍数基線細変動の消失 
ホ 心拍数基線細変動の減少を伴った高度徐脈 
ヘ サイナソイダルパターン 
ト アプガースコア 1 分値が 3 点以下 
チ 生後 1 時間以内の児の血液ガス分析値（pH値が 7.0 未満） 

 
 

なお、在胎週数 28 週以上を個別審査の対象としていることについては、制度

創設時に、在胎週数 28 週未満の児については、臓器・生理機能等の発達が未熟

なために、医療を行っても脳性麻痺となるリスクを回避できる可能性が医学的に

極めて少ないことを理由に在胎週数 28 週以上を基準としたこと、および見直し

に必要なデータや根拠が現時点では乏しいことから、見直しを行わないことが適

当と考えられる。 
今後、さらなる周産期医療の進歩等により在胎週数 28 週未満における脳性麻

痺の発生状況等に変化が見られる場合は、改めて見直しの要否について検討をす

ることとする。 
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３）除外基準 

 
【現状と経緯】 

脳奇形等の児の先天性要因、および児の新生児期の要因に起因する脳性麻痺は、

「分娩に係る医療事故」により生じた脳性麻痺とは考え難いことから、児の先天

性要因として、「両側性の広範な脳奇形、染色体異常、遺伝子異常、先天性代謝異

常または先天異常による脳性麻痺」、および児の新生児期の要因として、「分娩後

の感染症等による脳性麻痺」は、除外基準として補償対象としないこととした。 
 
【議論の背景】 

 これまでの制度運営の中で、また「産科医療補償制度医学的調査専門委員会」

において新たなデータの収集、分析を行う中で、現行の除外基準について、以下

の課題が提起された。 
① 「先天性要因」や「新生児期の要因」の表現が示す範囲が必ずしも明確で

ない。 

② 先天性要因や新生児期の要因に相当する疾患等があっても、または疑われ 

ていても、その疾患等が重度の運動障害の主な原因であることが明らかで

ない場合は除外基準に該当せず、補償対象となるが、このことについての

周知が必ずしも十分でない。 

 
【議論の結果】 

 現行の除外基準の変更に係る課題ではなく、基準の明確化や周知に係る課題で

あるため、産科医療補償制度審査委員会等において実務的に検討し、その結果を

踏まえて除外基準の考え方や補償対象範囲等が分かりやすく理解できるような効

果的な周知を徹底することが望まれる。 
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４）重症度の基準 

 
【現状と経緯】 

 与党枠組みにおいては、「障害の程度」については具体的な指針等は示されず、

事務的に検討することとされた。 
 準備委員会において、特に看護・介護の必要性が高い重症者を補償対象とする

とされ、その具体的な範囲については、創設時調査専門委員会において、「将来的

にも独歩が不可能で日常生活に車椅子を必要とする児」と考えること、またその

範囲は概ね身体障害者障害程度等級１級・２級に相当するとされた。 
 その後、具体的な診断基準および診断書について検討を行った「産科医療補償

制度に係る診断基準作成に係る検討会」において、「下肢・体幹」と「上肢」に分

けて判定を行うこと、等級の合算は行わないことなどが実務的に検討、決定され

た。 
 
【議論の背景】 

 これまでの制度運営の中で、また「産科医療補償制度医学的調査専門委員会」

において新たなデータの収集、分析を行う中で、現行の重症度の基準について、

以下の課題が提起された。 
① 「下肢・体幹」と「上肢」をそれぞれ別に障害の程度を評価し、身体障害

者障害程度等級の合算を行わないため、それぞれの基準に該当しないもの

の、「下肢・体幹」と「上肢」に障害があって運動障害の程度がむしろ大き

くなる場合がある。 

② 嚥下障害は３級以下の級別であるが、運動障害を合併している場合に、保  

護者の看護・介護負担はむしろ大きくなる場合がある。 

 
【議論の結果】 

現行の除外基準の変更に係る課題ではなく、基準の明確化や周知に係る課題で

あるため、産科医療補償制度審査委員会等において実務的に検討し、その結果を

踏まえて重症度の基準の考え方や補償対象範囲等がわかりやすく理解できるよう

な周知を徹底することが望まれる。 
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５）その他（補償申請期間） 

 
【現状と経緯】 

 創設時調査専門委員会において、重度の脳性麻痺の診断が可能となる時期につ

いて検討が行われた。その結果を踏まえ、補償申請期間は、児の生後１歳から５

歳の誕生日まで、ただし、極めて重症で診断が可能な場合は生後６ヶ月から申請

が可能とされた。 
 
【議論の背景】 

制度創設時には、生後６ヶ月程度が経たないと、重度脳性麻痺であるとの診断

が困難であると想定されていたが、「産科医療補償制度医学的調査専門委員会」に

おけるアンケート調査結果から、「早期診断の時期としては、医学的には生後３ヶ

月が目安と考えられる。生後６ヶ月未満での補償対象を認める場合は、補償期間

中に児が死亡する事例の増加につながるので、そのことによる本制度との関係の

整理も含めた検討が望まれる」とされたことにより、補償申請期間の変更の要否

について議論を行った。 

 

【議論の結果】 

補償申請期間の見直しについては、「極めて重症で診断が可能な場合は生後３ヶ

月から申請可能とする案」、「補償申請期間の見直しを行わない案」のいずれを採

用するかについて、議論を行った。 
なお、議論に供するものとして、より早期の脳性麻痺の診断の可否、および診

療現場への影響等も含めた申請期間の早期化の必要性等について、産科医療補償

制度審査委員会の委員および診断協力医 412 名へのアンケート調査を行った。 
 それらの調査結果を踏まえ、「例外的な取扱いとして生後３ヶ月に変更すること

は可能であり、原因分析が行われる事例の増加により産科医療の質の向上につな

がる」「生後３ヶ月から６ヶ月の間に死亡した児の問題は別の論点であり、多くの

診断協力医が医学的に診断可能と答えている生後３ヶ月に変更すべき」といった

「生後３ヶ月から申請可能とする案」を支持する意見があった。 
 一方、「生後３ヶ月から６ヶ月の間に死亡した児を補償するという死亡事例の補

償は、制度の枠組みに関する課題として更なる整理が必要である」、「制度の枠組

み全体の見直しをしない状態で補償申請期間のみを変更した場合は、制度がいび

つになる」、「診断医への負担増につながる等の懸念から、安定した制度運営のた

めには変更すべきではない」といった「見直しを行わない案」を支持する意見が

あり、いずれかの案とすることについて、意見の一致を図ることは困難であった。 
したがって、本件についてはより慎重に対応するため、現時点では現行どおり

とする。なお、今後も診断に係る情報収集に努め、状況を精査し、引き続き、重

要な課題として検討を行うこととする。 
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２．補償水準・支払方式 

  

１）補償水準 

【現状と経緯】 

制度創設時、具体的な補償水準は「児の看護・介護に必要となる費用、特別児

童扶養手当・障害児福祉手当等の福祉施策、類似の制度における補償水準、さら

には安定的な制度運営、財源の問題等を総合的に考慮したうえで、本制度の目的

に照らして効果的と認められる程度のものに設定する必要がある」とし、おおよ

そのグランドデザインとして看護・介護を行うための基礎基盤のための準備一時

金として数百万円、分割金については総額２千万円程度を目処とし、これを 20
年分割にして原則として、生存・死亡を問わず、定期的に支給することとした。 

その後、最終的に準備一時金として 600 万円、毎年の補償分割金として 120 万

円を 20 回合計で 2,400 万円支給することとし、総額として 3,000 万円となった。 

 

【議論の背景】 

制度見直しの検討にあたって、補償対象となった児の保護者にアンケートを行

い補償水準の多寡に関する意見を収集したところ、「どちらともいえない」の回答

が最も多く、その理由としては「児が小さく、今後どの程度必要かわからない」

が多く挙げられ、将来に対する不安が窺われた。また、分娩機関に同様のアンケ

ートを実施したところ「どちらかというと少ない」および「少ない」の回答が最

も多く、その理由としては「訴訟を防止するためであれば少ない」が多く挙げら

れた。 

さらに、これまでの運営委員会において、事例によっては補償金 3,000 万円に

さらに上乗されると、訴訟が減少し、医療側の不安も解消されるのではないか、

といった意見もあったことから、改めて制度創設時に考慮した観点に沿ってより

詳細なデータを収集し、現行の 3,000 万円という補償水準が、それらのデータに

照らして一定程度の効果を生み出しているか否かについて検討をした。 

 

【議論の結果】 

補償対象となった児の保護者へのアンケートの結果を受けて、脳性麻痺児・者

の 20 歳までの養育状況とそれに関する家計負担について調査・推計を行った。そ

の結果、本制度の準備一時金の使途に対応する耐久財等購入費の推計は約 670 万

円、補償分割金に対応する家計負担費用の推計は、児の外部サービス利用状況に

より異なるものの、概ね 6,600 万円～7,500 万円の間に位置づけられるとの結果

が得られた。当該調査の結果が、重度脳性麻痺児（者）の養育における家庭の社

会的経済的負担の軽減に際して要するコストの最低水準近傍の値を提示している

可能性が高いことを示している。またこの水準が憲法 25 条の規定をはじめとす

る、人間の生活水準を規定する各種の規範に照らして十分な水準に達しているか

否か、議論と検討を要するとの見解が示されている(株式会社三菱総合研究所によ
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る調査結果より)。 

 

また、特別児童扶養手当・障害児福祉手当等の支給額、および類似の制度とし

て制度創設時に参照した自動車損害賠償責任保険の補償水準については、制度創

設時とほぼ同水準であった。 

 

次に、紛争防止・早期解決の観点については、最高裁判所が取りまとめた「裁

判の迅速化に係る検証に関する報告書（平成 25 年 7 月）」において、「産婦人科

に関する既済件数は平成 21 年から平成 23 年までは年間 80 件程度で推移してい

たが、平成 24 年は 59 件に減少している。（中略）産科医療補償制度は、施行後相

当数の事件を処理しており、医事関係訴訟の事件数にも一定の影響を及ぼしてい

るものと考えられる。また、原因分析の過程において過失の有無についても事実

上明らかになることもあり得ることから、それらが医事関係訴訟に与える影響が

注目される」との記載がされている。 

さらに、医療機関で生じた不測の事態に対する保護者の反応について、場面想

定法を用いて調査したところ、民事訴訟を行う意図に対し、「①担当医師との事前

の信頼関係」「②医療機関による事後の説明の方法」と「③公的な制度による支援

の金額」が間接的な影響を及ぼす点、および「③公的な制度による支援の金額」

については 3,000 万円～5,000 万円程度であれば、一定程度の効果が得られると

の結果であった。 

 

これらの調査結果を踏まえると、現行の 3,000 万円は、児およびその家族の看

護・介護に係る経済負担の軽減のための一助の観点で一定程度の効果が期待でき

る水準であると考えられること、紛争防止・早期解決の観点で、本制度は原因分

析の仕組みも有しており一定程度の紛争防止効果がみられること、今回の見直し

においては補償対象となる脳性麻痺の基準の見直しを優先することから、現時点

では現行どおりの 3,000 万円を維持することが適当と考えられる。 

 

また、これまでの運営委員会において、在宅での看護・介護あるいはそれを計

画していることを補償金支払の条件とするなど、生活場所により補償金額を変更

してはどうかとの意見もあったが、紛争防止・早期解決の効果を低下させる可能

性があり、また毎年、生活場所を確認した上でそれに応じて補償金を支払うこと

は実務上も煩雑になることから、現時点では現行どおりとすることが適当と考え

られる。 

   

なお、保護者へのアンケートの結果や脳性麻痺児・者の 20 歳までの養育状況

とそれに関する家計負担の調査・推計、および福祉施策の支給状況といった各種

データや調査からはまだ補償額が足りない実態が窺えることから、補償水準につ

いては、引上げが必要である、また特に看護・介護負担がより大きい身体障害者

障害程度等級１級相当の児にはより多くの補償が必要ではないかとの補償水準の

拡大についての意見もあった。当該意見も踏まえた上で本制度による紛争防止効
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果の見極めにはなお時間を要することから、今後とも補償水準について検討する

ことが望まれる。 

 

２）支払方式 

 

【現状と経緯】 

制度創設時、支払方式については補償金額の全額を「一時金」として支払うか、

「一時金と定期的な給付」として支払うかの検討がなされた。 

「一時金」の特徴として、事務の複雑化が避けられ、制度として運用がしやす

く、運営コストも少なく、家の改造等で一時的に多額の費用がかかった場合など

でも柔軟な活用が可能である、といったメリットが挙げられたが、補償金が目的

外に使用されやすい、との懸念が示された。一方、「一時金と定期的な給付」は、

計画的な看護・介護費用の支援という点で効果が高いとされ、「一時金と定期的な

給付」となった。 

次に、「定期的な給付」部分については、看護・介護費用の一助という位置づけ

から考えると、毎年定期的に一定額を障害年金に結びつくまで支給し、不幸にし

て死亡された場合はその時点で給付終了とする年金方式がふさわしい、との意見

があったが、医事紛争を減らすために、看護・介護費用等として 3,000 万円程度

の補償水準は確保するような制度設計を行うべきといった意見や、補償対象とな

る脳性麻痺児についての生存曲線に関するデータが皆無に近く、現時点では年金

方式による商品化は極めて困難である、との専門家の見解を踏まえ、最終的には

補償対象と認定した時点で準備一時金として 600 万円、その後毎年の補償分割金

として 120 万円を 20 回給付することとなった。 

 

【議論の背景】 

制度創設時の経緯を踏まえ、平成 23 年 7 月に脳性麻痺児の生存率に関する医

学的調査を行い生存率に関するデータが収集された。また、これまでの運営委員

会において、児の生涯にわたり補償してはどうか、児が亡くなった場合と重度の

後遺症が残って生存している場合とでは、保護者の負担は後者の方が大きいので、

これらを勘案して制度設計を検討すべきである、との意見があったことから、「児

の生涯にわたり補償する方式（終身年金払方式）」と「20 年間の補償ではあるが、

児の死亡児には補償金の支払いを打ち切る方式（有期年金払方式）」それぞれにつ

いて、議論を行った。 

 

【議論の結果】 

 

（１）児の生涯にわたり補償する方式（終身年金払方式） 

 

制度創設時の検討において、定期的な給付部分については、障害年金の支給
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が開始される 20 歳までの児の養育を支援するとの基本的な考え方のもと、現在 

の 20 歳までの分割払になった経緯にある。 

また、本制度は法律にもとづかない民間の制度であり、超長期にわたる管理や、

超長期にわたり最終的な収支が確定しない方式は、運用上極めて困難なこと、脳

性麻痺児の生涯に渡る生存状況に関するデータがないことから、制度設計自体が

困難との実情にある。 

 

これらを踏まえると、終身年金払方式は、制度創設時の基本的な考え方を超え

る可能性があり、制度設計・運用にあたり実務的な観点においても困難な点が多

いことから、現時点においてこの方式を導入することは困難であると考えられ、

今後の課題とする。 

 

（２）20 年間の補償ではあるが、児の死亡時には補償金の支払いを打ち切る方式

（有期年金払方式） 

 
児が死亡した以降は児の看護・介護に係る経済負担は無くなるものの、補償 

金の支払いを打ち切る方式は、児が早期に死亡した場合は、補償金額が少なくな

り、紛争防止・早期解決の観点で著しく効果が低下する可能性がある。 

また、類似の無過失補償制度でも死亡時に補償金の支給を打ち切る制度はある

ものの、併せて死亡時の一定額の給付金が設けられており、上に述べた紛争防

止・早期解決効果の維持ならびに保護者の精神的ダメージ等を踏まえると、死亡

時における一時金の給付も有効的な方式ではあるものの、本制度において新たな

仕組みづくりを取り入れることになること、ならびに児の虐待等が危惧されるこ

とから、慎重に検討を行う必要がある。 

  

さらに、重度脳性麻痺児の予後に関する医学的調査報告書の結果からは、生存 

率が高いことが判明したものの、制度設計にあたっては、この調査では施設や巡

回診療を全く利用せずに早期に死亡した最重度の脳性麻痺児が含まれていないこ

とや、調査実施後の医療水準の進歩をどのように反映されているか、および調査

対象件数が十分か否かといった点について、併せて考慮する必要がある。 
 
現時点では、現行の支払方式について特段の課題が顕在化している状況でもな

いことから、当面は現行の方式とすることが適当と考えられる。なお、本制度の

補償対象者の生存状況については、引き続きデータを収集するとともに、今後新

たな課題等があった場合には、支払方式について改めて検討することが望まれる。 
 
なお、死亡時に支払いを打ち切るとともに、紛争防止・早期解決の観点で残額

の半額を支払ってはどうかとの意見や、制度創設当時は「一時金」として支給し

た場合に補償金の使途に関する懸念があったことから「一時金と分割金の給付」

となったが、今後の児の看護・介護の状況を把握し、特段の問題がないようであ

れば一時払とすることも検討して欲しい、との意見があった。 
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３．剰余金の取扱い 

 

【経緯と現状】 

本制度は創設当初、通常の民間保険商品と同様に、補償対象者数が予測を上回

った場合はそれによる補償原資との差額が保険会社の欠損、下回った場合は保険

会社の利益となる保険設計となっていた。 

しかしながら、民間保険を活用しつつも公的性格の強い制度であることを踏ま

え、補償原資に剰余が生じた場合に、剰余分が保険会社から運営組織に返還され

る仕組みを、第４回運営委員会（平成 21 年６月 15 日開催）において議論し、導

入した経緯にある。 

この仕組みを導入した当時、剰余金の扱いは、「本制度の趣旨に照らして適切な

使途に限定しなければならない」「運営委員会において適切な利用方法を十分に議

論のうえ、将来の本制度の充実に資する使途を決定していく」こととしていた。 
 

【議論の背景】 

平成 25 年７月に産科医療補償制度医学的調査専門委員会から報告された「産

科医療補償制度 医学的調査専門委員会報告書」における補償対象者数の推計値

は年間 481 人、推定区間 340 人～623 人とされており、仮に毎年の補償対象者数

を 481 人として剰余金の額を算出すると、平成 21 年の契約においては約 122 億

円、また平成 21 年から平成 26 年までの６年間の契約では約 800 億円の剰余が見

込まれる状況にあることから、剰余が生じた場合に保険会社から返還される剰余

金の使途、および掛金への充当時期等について議論を行った。 

 

【議論の結果】 

運営組織に返還された剰余金については、基金を設置するなどして、将来の本制

度の掛金に充当することとし、毎年の掛金への具体的な充当額は、長期安定的な制

度運営の観点に十分留意して検討されることが望まれる。 

剰余金の掛金への充当は、平成 21 年の保険契約における補償対象者数の確定時

期を最大限早めることにより、平成 27 年１月から実施することとする。 
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４．掛金・保険料 

 

【現状】 

本制度の掛金水準 30,000 円は、制度創設時の補償対象者数推計値である年間

800 人にもとづき設定されている。 

 

【議論の背景】 

医学的調査専門委員会報告書において、補償対象者数推計値は年間 481 人、推

定区間は 340 人～623 人とされたため、新たな推計にもとづいた制度見直しによ

る掛金・保険料の額、および改定の時期について議論を行った。 

 

【議論の結果】 

掛金水準は、医学的調査専門委員会による「補償対象者数の推計結果、および

今後の補償対象となる脳性麻痺の基準と補償水準等の見直しを踏まえ必要な保険

料の額」から、「剰余金の充当額」を差し引いた水準とする。 

「補償対象者数の推計結果、および補償対象となる脳性麻痺の基準等の見直し

を踏まえ必要な保険料の額」については、制度創設時と同様、新たな推計値の上

限である年間 623 人をもとに算出した 22,000 円に、補償対象となる脳性麻痺の

基準等の見直しの検討結果を加味して算出することとする。 

また、制度見直しによる掛金・保険料水準改定の時期は平成 27 年１月とするこ

ととする。 

なお、補償原資に剰余が生じた場合には、剰余金が保険会社から運営組織に返

還される現行の仕組みを維持することとする。 
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Ⅲ 制度広報・補償申請の促進に係る取組み 

 
本制度の補償申請期間は児の満５歳の誕生日までであり、平成 21 年生まれの

児については、平成 26 年に順次補償申請期限を迎えることから、補償対象と考

えられる児が満５歳の誕生日を過ぎたために補償を受けることができなくなる事

態が生じることのないよう、平成 24 年９月頃より制度の周知に向けた取り組み

を強化してきた。 
また、平成 25 年７月に医学的調査専門委員会報告書によって現制度における

補償対象者数の推計値〔年間 481 人（推定区間：340～623 人）〕が公表されたが、

平成 21 年生まれの児の補償対象者数（平成 25 年 7 月末で 208 人）と大きな乖離

があり、まだ多くの補償対象と認定される可能性がある児がおられると考えられ

たことから、以下の委員からなる「補償申請の促進に関する緊急対策会議」を平

成 25 年 8 月と 9 月に開催し、さらなる補償申請の促進について議論を行った。 
 

【補償申請の促進に関する緊急対策会議 委員一覧】 

 名 前 所 属 

◎ 石渡 勇 公益社団法人日本産婦人科医会 常任理事 

 池田 智明 三重大学医学部産科婦人科学 教授 

 朝貝 芳美 公益社団法人日本リハビリテーション医学会 理事 

 岩城 節子 社会福祉法人全国重症心身障害児（者）を守る会 理事 

 岩下 光利 公益社団法人日本産科婦人科学会 副理事長 

 大野 耕策 一般社団法人日本小児神経学会 理事長 

 岡 明 東京大学大学院医学系研究科医学部小児科 教授 

 岡本 喜代子 公益社団法人日本助産師会 会長 

 北住 映二 公益社団法人日本重症心身障害福祉協会 業務執行理事 

 楠田 聡 東京女子医科大学医学部母子総合医療センター 教授 

 染屋 政幸 千葉県千葉ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 総合療育センター長 

 保高 芳昭 読売新聞東京本社 編集委員 

◎座長（委員の記載は五十音順） 

 

取組みにあたっては、下記の関係学会・団体等の多大な協力のもと、産科医療

関係者をはじめ、脳性麻痺児と関わる機会の多い医療関係者、福祉関係者、行政

等、多方面のご支援をいただくとともに、運営組織としても新聞広告をはじめ、

ポスターやリーフレットを作成しての情宣など、補償申請の促進について＜参考

24＞のとおり様々な取組みを実施した。 
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【補償申請の促進に協力いただいた学会・団体等】（順不同） 
日本産婦人科医会 日本小児総合医療施設協議会 
日本産科婦人科学会 日本重症心身障害学会 
日本助産師会 日本重症心身障害福祉協会 
日本助産学会 国立病院機構重症心身障害協議会 
日本看護協会 全国肢体不自由児施設運営協議会 
日本周産期・新生児医学会 新生児医療連絡会 
日本未熟児新生児学会 全国児童発達支援協議会 
日本リハビリテーション医学会 全国重症心身障害児（者）を守る会 
日本小児科医会 全国肢体不自由児（者）父母の会連合会 
日本小児科学会 厚生労働省 
日本小児神経学会 各市区町村（身体障害者手帳の窓口等） 
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 産科医療補償制度運営委員会 委員名簿 

◎ 小 林 廉 毅   国立大学法人東京大学大学院医学系研究科 教授 

○ 岡 井   崇   社会福祉法人恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院 院長  

   飯 田 修 平   公益社団法人全日本病院協会 常任理事 

   池ノ上   克   国立大学法人宮崎大学医学部附属病院 院長 

   今 村 定 臣   公益社団法人日本医師会 常任理事 

 岩 下 光 利   公益社団法人日本産科婦人科学会 副理事長 

   上 田   茂   公益財団法人日本医療機能評価機構 理事 

   大 濱 紘 三   公益社団法人全国自治体病院協議会 常務理事 

   岡 本 喜代子   公益社団法人日本助産師会 会長 

   勝 村 久 司   日本労働組合総連合会「患者本位の医療を確立する連絡会」委員 

   河 北 博 文   社会医療法人河北医療財団河北総合病院 理事長 

   木 下 勝 之   公益社団法人日本産婦人科医会 会長 

   近 藤 純五郎   弁護士 

   鈴 木 利 廣   すずかけ法律事務所 弁護士 

   田 中 慶 司   公益財団法人結核予防会結核研究所 顧問 

   戸 苅   創   公立大学法人名古屋市立大学 学長 

   福 井 トシ子   公益社団法人日本看護協会 常任理事 

   保 高 芳 昭   株式会社読売新聞東京本社 編集委員 

   宮 澤   潤   宮澤潤法律事務所 弁護士 

   山 口 育 子   ＮＰＯ法人ささえあい医療人権センターＣＯＭＬ 理事長 

   綿 引 宏 行   東京海上日動火災保険株式会社 常務取締役  

 

  ◎委員長、○委員長代理 （委員の記載は五十音順） 
平成２５年１０月末現在 
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に
統
計
的
な
有
意
差
が
あ
る
か
、

統
計
学
的
検
定
を
行
っ
た
。

・統
計
学
的
検
定
に
は
、
危
険
差
を
0
.0
5
と
し
、
標
本
数
が
少
な
い
場
合
に
用
い
ら
れ

る
正
確
検
定
を
用
い
た
。
（統

計
解
析
ソ
フ
ト
は
S
ta
ta
1
1
を
使
用

）

・オ
ッ
ズ
比
と
は
、
あ
る
事
象
の
起
こ
り
や
す
さ
を
2
つ
の
群
で
比
較
し
て
示
す
統
計
学
的
な
尺
度
で
、
1
に
近
づ
く
ほ
ど
比
較
対
照

と
し
た
3
3
週
と
の
違
い
が
小
さ
い
こ
と
を
示
す
。

・偶
然
誤
差
の
影
響
を
加
味
す
る
た
め
、
9
5
%
信
頼
区
間
に
て
幅
を
持
た
せ
た
分
析
と
し
て
い
る
。

・在
胎
週

数
3
7
週
か
ら
3
1
週
ま
で
の
発
生
率
は
3
3
週
と
統
計
的
な
有
意
差
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
結
果
と
な
っ
た
。

37
週

（
P=
0.
43
08

）

36
週

（
P=
0.
53
01

）

35
週

（
P>
0.
99
99

）

34
週

（
P>
0.
99
99

）

33
週

32
週

（
P>
0.
99
99

）

31
週

（
P=
0.
27
39

）

30
週

（
P=
0.
01
70

）

29
週

（
P=
0.
00
06

）

28
週

（
P=
0.
00
05

）

27
週

（
P=
0.
01
75

）

26
週

（
P=
0.
00
05

）

25
週

（
P=
0.
00
04

）

24
週

（
P=
0.
00
02

）

24
週

未
満

（
P=
0.
00
01

）

正
確
検
定

に
よ
る
オ
ッ
ズ
比
と
95

％
信

頼
区
間
（対

数
表
示
）

括
弧
内
は
正
確
検

定
に
よ
る
P値

0.
01

0.
1

1
10

10
0

10
00

10
00
0

※
本
検
定
は
、
東
京
大
学
大
学
院
医
学
系
研
究
科
公
衆
衛
生
学
分
野

 

教
授

 

小
林

 

廉
毅

 

氏
、
講
師

 

豊
川

 

智
之

 

氏
に
よ
る
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2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

計

補
償

対
象

件
数

4
1

4
4

1
2

9
7

6
2

3
3

1
5
6

審
査

結
果

の
確

定
件

数
7

5
5

6
1
2

1
0

7
7

2
3

3
1

6
8

該
当

率
(%

)
5
7
.1

 
2
0
.0

8
0
.0

6
6
.7

1
0
0
.0

9
0
.0

1
0
0
.0

8
5
.7

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

8
2
.4

個
別

審
査

に
お

け
る

在
胎

週
数

ご
と

の
審

査
結

果
の

割
合

（
在

胎
週

数
）

※
審

査
結

果
が

「
補

償
対

象
外

（
再

申
請

可
能

）
」
と

な
っ

た
件

数
に

つ
い

て
は

、
補

償
対

象
件

数
、

審
査

結
果

の
確

定
件

数
の

双
方

か
ら

除
外

（
平

成
2
1
年

１
月

１
日

～
平

成
2
5
年

1
0
月

４
日

現
在

）
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出
生

体
重

1
0
0
g
ご
と
の
脳

性
麻

痺
発

生
率

の
推

移
 

（
沖

縄
県

の
1
9
9
8
年

か
ら
2
0
0
9
年

出
生

児
に
係

る
デ
ー
タ
よ
り
）

10
4.
2

14
2.
9

12
5

45
.5

11
7.
6

10
7.
4

81
.5

68
.8

39
.8

9
8.
7

11
.1

3.
2

5.
5

0.
7

1.
5

0.
5

88
.4

35
.7

43
.5

56
.8

62
.5

8.
9

8.
4

12
.6

16
.1

4
0

2.
1

2.
9

4.
2

0.
7

1.
8

0.
6

0

2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

1
2
0

1
4
0

1
6
0

～
9
9
9

1
,0
0
0
g
～

1
,1
0
0
g
～

1
,2
0
0
g
～

1
,3
0
0
g
～

1
,4
0
0
g
～

1
,5
0
0
g
～

1
,6
0
0
g
～

1
,7
0
0
g
～

1
,8
0
0
g
～

1
,9
0
0
g
～

2
,0
0
0
g
～

2
,1
0
0
g
～

2
,2
0
0
g
～

2
,3
0
0
g
～

2
,4
0
0
g
～

2
,5
0
0
g
～

出
生

体
重

脳 性 麻 痺 発 生 率 （ 1 0 0 0 人 対 ）

1
9
9
8
年

か
ら
2
0
0
1
年

2
0
0
2
年

か
ら
2
0
0
5
年

2
0
0
6
年

か
ら
2
0
0
9
年

元
デ
ー
タ
（
分

子
は
脳

性
麻

痺
数

、
分

母
は
出

生
数

）

分
子

分
母

分
子

分
母

分
子

分
母

分
子

分
母

分
子

分
母

分
子

分
母

分
子

分
母

分
子

分
母

分
子

分
母

分
子

分
母

分
子

分
母

分
子

分
母

分
子

分
母

分
子

分
母

分
子

分
母

分
子

分
母

分
子

分
母

19
98

年
か
ら
20
01

年
27

25
9

10
70

8
64

4
88

12
10
2

13
12
1

11
13
5

11
16
0

8
20
1

2
22
2

3
34
6

5
45
2

2
63
1

5
90
5

1
1,
33
5

3
1,
98
3

32
60
,5
96

20
02

年
か
ら
20
05

年
27

23
0

10
75

4
74

5
97

3
99

4
10
0

5
12
4

1
12
7

1
16
0

4
26
2

4
29
9

1
42
8

2
66
0

4
90
1

2
1,
40
6

5
2,
00
0

34
58
,4
57

20
06

年
か
ら
20
09

年
22

24
9

3
84

3
69

5
88

8
12
8

1
11
2

1
11
9

2
15
9

3
18
6

1
24
7

0
34
1

1
47
7

2
67
9

4
95
7

1
1,
42
8

4
2,
22
8

35
59
,1
79

2,
50
0g

～
2,
10
0g

～
2,
20
0g

～
2,
30
0g

～
2,
40
0g

～
1,
70
0g

～
1,
80
0g

～
1,
90
0g

～
2,
00
0g

～
1,
30
0g

～
1,
40
0g

～
1,
50
0g

～
1,
60
0g

～
～
99
9g

1,
00
0g

～
1,
10
0g

～
1,
20
0g

～
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出
生
体
重
別
脳
性
麻
痺
発
生
率
の
統
計

的
分
析

 
（2

,0
0
0
g
の
脳
性
麻
痺
発
生
率
と
他
の
体
重
と
の
比
較
）

・沖
縄
県
の
2
0
0
6
年
か
ら
2
0
0
9
年
出
生
児
に
係
る
デ
ー
タ
を
も
と
に
、
各
体
重
に
お
け
る
脳
性
麻
痺
発
生
率
と
2
,0
0
0
g
の
脳
性
麻
痺
発
生
率
の
間
に
統
計
的
な
有
意

差
が
あ
る
か
、

統
計
学
的
検
定
を
行
っ
た
。

・統
計
学
的
検
定
に
は
、
危
険
差
を
0
.0
5
と
し
、
標
本
数
が
少
な
い
場
合
に
用
い
ら
れ

る
正
確
検
定
を
用
い
た
。
（統

計
解
析
ソ
フ
ト
は
S
ta
ta
1
1
を
使
用

）

・オ
ッ
ズ
比
と
は
、
あ
る
事
象
の
起
こ
り
や
す
さ
を
2
つ
の
群
で
比
較
し
て
示
す
統
計
学
的
な
尺
度
で
、
1
に
近
づ
く
ほ
ど
比
較
対
照

と
し
た
2
,0
0
0
g
と
の
違
い
が
小
さ
い
こ
と
を
示
す
。

・偶
然
誤
差
の
影
響
を
加
味
す
る
た
め
、
9
5
%
信
頼
区
間
に
て
幅
を
持
た
せ
た
分
析
と
し
て
い
る
。

・
出
生
体
重
1
,4
0
0
g
ま
で
の
発
生
率
は
2
,0
0
0
g
と
統
計
的
な
有
意
差
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
結
果
と
な
っ
た
。

2
,5
0
0
g～

(p
=
0
.2
5
11
)

2
,4
0
0
g～

2
,4
9
9
g
(p
>
0
.9
9
99
)

2
,3
0
0
g～

2
,3
9
9
g
(p
=
0
.4
3
82
)

2
,2
0
0
g～

2
,2
9
9
g
(p
>
0
.9
9
99
)

2
,1
0
0
g～

2
,1
9
9
g
(p
>
0
.9
9
99
)

2
,0
0
0
g～

2
,0
9
9
g

1
,9
0
0
g～

1
,9
9
9
g
(p
>
0
.9
9
99
)

1
,8
0
0
g～

1
,8
9
9
g
(p
>
0
.9
9
99
)

1
,7
0
0
g～

1
,7
9
9
g
(p
=
0
.0
6
91
)

1
,6
0
0
g～

1
,6
9
9
g
(p
=
0
.1
5
58
)

1
,5
0
0
g～

1
,5
9
9
g
(p
=
0
.3
5
97
)

1
,4
0
0
g～

1
,4
9
9
g
(p
=
0
.3
4
44
)

1
,3
0
0
g～

1
,3
9
9
g
(p
<
0
.0
0
01
)

1
,2
0
0
g～

1
,2
9
9
g
(p
=
0
.0
0
04
)

1
,1
0
0
g～

1
,1
9
9
g
(p
=
0
.0
0
71
)

1
,0
0
0
g～

1
,0
9
9
g
(p
=
0
.0
1
16
)

～
9
9
9
g

(p
<
0
.0
0
01
)

正
確
検

定
に
よ
る
オ
ッ
ズ
比
と
9
5
％
信
頼

区
間
（
対
数

表
示
）

括
弧

内
は
正
確

検
定

に
よ
る
P
値

（
※
）
「1

,9
0
0
g
～
1
,9
9
9
g
」
は
脳
性
麻

痺
数

が
0
で
あ
る
た
め
、
オ
ッ
ズ
比
の
計

算
不
可

0.
00
1

0.
01

0.
1

1
10

10
0

10
00

10
00
0

※
本
検
定
は
、
東
京
大
学
大
学
院
医
学
系
研
究
科
公
衆
衛
生
学
分
野

 

教
授

 

小
林

 

廉
毅

 

氏
、
講
師

 

豊
川

 

智
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氏
に
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個
別

審
査

に
お
け
る
出

生
体

重
ご
と
の
審

査
結

果
の
割

合

※
審
査
結
果
が
「補

償
対
象
外
（再

申
請
可
能
）」
と
な
っ
た
件
数
に
つ
い
て
は
、
補
償
対
象
件
数
、
審
査
結
果
の
確
定
件
数
の
双
方
か
ら
除
外

（平
成
2
1
年
１
月
１
日
～
平
成
2
5
年
1
0
月
４
日
現
在
）

1,
00

 

0

未
満

1,
00
0～

1,
10
0

未
満

1,
10
0～

1,
20
0

未
満

1,
20
0～

1,
30
0

未
満

1,
30
0～

1,
40
0

未
満

1,
40
0～

1,
50
0

未
満

1,
50
0～

1,
60
0

未
満

1,
60
0～

1,
70
0

未
満

1,
70
0～

1,
80
0

未
満

1,
80
0～

1,
90
0

未
満

1,
90
0～

2,
00
0

未
満

2,
00
0～

2,
10
0

未
満

2,
10
0～

2,
20
0

未
満

2,
20

 

0

以
上

計

補
償

対
象

件

 

数
0

2
3

3
3

5
1

6
9

6
15

1
0

2
56

審
査

結
果

の

確
定

件
数

1
3

4
5

3
6

1
8

11
7

16
1

0
2

68

該
当

率
(%

)
0 

66
.7

75
.0

60
.0

10
0.
0

83
.3

10
0.
0

75
.0

81
.8

85
.7

93
.8

10
0.
0

0
10
0.
0

82
.4

補
償

対
象

件
数

0
0

0
2

0
4

0
2

5
5

13
0

0
0

31

審
査

結
果

の

確
定

件
数

0
0

0
2

0
4

0
2

6
5

14
0

0
0

33

該
当

率
(%

)
－

－
－

10
0.
0

－
10
0.
0

－
10
0.
0

83
.3

10
0.
0

92
.9

－
－

－
93
.9

補
償

対
象

件
数

0
0

1
2

0
5

1
4

6
6

15
1

0
2

43

審
査

結
果

の

確
定

件
数

0
0

1
2

0
5

1
4

7
6

16
1

0
2

45

該
当

率
(%

)
－

－
10
0.
0

10
0.
0

－
10
0.
0

10
0.
0

10
0.
0

85
.7

10
0.
0

93
.8

10
0.
0

－
10
0.
0

95
.6

（総
数
）

補
償

対
象

件
数

0
0

1
2

1
5

1
6

7
6

15
1

0
2

47

審
査

結
果

の

確
定

件
数

0
0

1
3

1
5

1
6

9
6

16
1

0
2

51

該
当

率
(%

)
－

－
10
0.
0

66
.7

10
0.
0

10
0.
0

10
0.
0

10
0.
0

77
.8

10
0.
0

93
.8

10
0.
0

－
10
0.
0

92
.2

補
償

対
象

件
数

0
0

2
2

2
5

1
6

9
6

15
1

0
2

51

審
査

結
果

の

確
定

件
数

0
0

2
3

2
5

1
7

11
6

16
1

0
2

56

該
当

率
(%

)
－

－
10
0.
0

66
.7

10
0.
0

10
0.
0

10
0.
0

85
.7

81
.8

10
0.
0

93
.8

10
0.
0

－
10
0.
0

91
.1

（

 

33
週
以
上
）

（

 

32
週
以
上
）

（

 

31
週
以
上
）

（

 

30
週
以
上
）

（
出

生
体

重
）

50

y-kawada
新規スタンプ



≪
産

科
医
療

補
償
制
度
審
査
委
員
会
 
個
別

審
査

基
準

改
定
案
≫

 

現
行

基
準

 
改

定
案

 
参

考
 

■
別
表
第
一
 
補
償
対
象
基
準
（
第
三
条
第
一
項
関
係
）

 

二
 
在
胎
週
数
が

28
週
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
次
の
（
一
）
又
は
（
二
）

に
該
当
す
る
こ
と

 

■
別
表
第
一
 
補
償
対
象
基
準
（
第
三
条
第
一
項
関
係
）

 

二
 
在
胎
週
数
が

28
週
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
次
の
（
一
）
又
は
（
二
）

に
該
当
す
る
こ
と

 

１
）

前
提

病
態

お
よ

び
胎

児
心

拍
数

陣
痛

図
の

基
準

に
つ

い
て

 
【
出
典
】

 
①

 産
婦
人
科
診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
産
科
編
作
成
委
員
会
意
見
書

 
②

 日
本
産
婦
人
科
学
会
／
日
本
産
婦
人
科
医
会
．
産
婦
人
科
診
療
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン

産
科
編

20
11

．
 

 
 

 C
Q

41
1．

An
sw

er
お
よ
び
表
Ⅱ
・
Ⅲ

 
【
内
容
】

 
○

 突
発
的
に
胎
児
低
酸
素
状
況
を
引
き
起
こ
す
特
殊
な
病
態
（
常
位
胎
盤
早

期
剥

離
、

臍
帯

脱
出

、

子
宮
破
裂
、
子
癇
、
胎
児
母
体
間
輸
血
症
候
群
、
前
置
胎
盤
か
ら
の
出

血
、

急
激

に
発

症
し

た
双

胎
間
輸
血
症
候
群
等
）
で
は
、
診
断
次
第
急
速
遂
娩
と
な
る
こ
と
か
ら

、
胎

児
心

拍
パ

タ
ー

ン
に

お
い
て

An
sw

er
2
の
基
準
を
満
た
す
以
前
に
娩
出
と
な
り
脳
性
麻
痺
と

な
る

児
が
存
在

す
る

。
し

か
し
、
そ
れ
ら
の
病
態
に
よ
り
脳
性
麻
痺
と
な
っ
た
児
は
例
外
な
く
、

出
生

前
な

ら
び

に
出

生
時

の
状
態
が
極
め
て
悪
い
こ
と
か
ら
、
児
の
状
態
が
悪
か
っ
た
こ
と
を
証

明
す

る
た

め
の

条
件

と
し

て
、
産
科
医
療
補
償
制
度
の
個
別
審
査
基
準
改
定
案
で
は
二
－
（
二
）

－
イ

～
チ

を
設

定
し

て
い

る
。

 
○

 胎
児
心
拍
数
陣
痛
図
に
関
す
る
二
－
（
二
）
－
イ
～
ヘ
は
い
ず
れ
も
同
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

レ
ベ

ル

4
以
上
で
あ
り
、
重
篤
な
低
酸
素
状
態
が
進
行
し
て
い
る
状
態
と
解
釈

さ
れ
る

。
 

○
 ま

た
、
二
－
（
二
）
に
お
け
る
、
前
提
病
態
（
常
位
胎
盤
早
期
剥
離
、

臍
帯

脱
出
、

子
宮

破
裂

、

子
癇
、
胎
児
母
体
間
輸
血
症
候
群
、
前
置
胎
盤
か
ら
の
出
血
、
急
激
に
発

症
し

た
双

胎
間

輸
血
症

候
群
等
）
は
日
本
産
科
婦
人
科
学
会
と
し
て
「
妊
娠

28
週
以
降
で
あ
れ

ば
、
診

断
次
第

あ
る

い
は

強
く
疑
っ
た
時
点
で
急
速
遂
娩
す
べ
き
で
あ
る
」
と
考
え
る
。

 

 ２
）

ア
プ

ガ
ー

ス
コ

ア
に

つ
い

て
 

【
出
典
】
新
生
児
医
療
連
絡
会
．

N
IC

U
マ
ニ
ュ
ア
ル
第
４
版
．

20
07

．
 

【
内
容
】
ア
プ
ガ
ー
ス
コ
ア

1
分
値

3
点
以
下
を
重
度
仮
死
と
す
る

 

 ３
）

生
後

の
児

の
血

液
ガ

ス
分

析
値

に
つ

い
て

 
【

出
典

】
茨

聡
．

日
本

脳
低

温
療

法
学

会
公

認
テ

キ
ス

ト
 新

生
児

・
小

児
の

た
め

の
脳

低
温

療
法

．

20
11

．
 

【
内

容
】

脳
低

温
療

法
の

適
応

基
準

に
お

け
る

ア
シ

ド
ー
シ

ス
の

基
準

：
臍

帯
血

も
し

く
は

生
後

60
分
以
内
に
計
測
し
た
血
液
ガ
ス
検
査
（
動
脈
血
、
静
脈
血
、
末
梢
毛

細
血
管

）
で

pH
が

7.
0

未
満

 

（
一
）
低
酸
素
状
況

が
持

続
し
て
臍
帯
動
脈
血

中
の

代
謝
性
ア
シ
ド
ー

シ
ス

（
酸

性
血
症

）
の

所
見

が
認
め

ら
れ
る

場
合
（

pH
値

が

7.
1
未
満
）

 

（
一
）
低
酸
素
状
況
が
持
続
し
て
臍
帯
動
脈
血
中
の
代
謝
性
ア
シ
ド
ー

シ
ス

（
酸

性
血

症
）

の
所

見
が

認
め

ら
れ

る
場

合
（

pH
値

が

7.
1
未
満
）

 

（
ニ

）
胎

児
心

拍
数

モ
ニ

タ
ー

に
お

い
て

特
に

異
常

の
な

か
っ

た
症

例
で

、
通

常
、

前
兆

と
な

る
よ

う
な

低
酸

素
状

況
が

前
置

胎
盤

、
常

位
胎

盤
早

期
剥

離
、

子
宮

破
裂

、
子

癇
、

臍
帯

脱
出

等
に

よ
っ

て
起

こ
り

、
引

き
続

き
、

次
の

イ
か

ら
ハ

ま
で

の
い

ず
れ

か
の

胎
児

心
拍

数
パ

タ
ー

ン
が

認
め

ら
れ

、
か

つ
、

心
拍

数
基
線
細
変
動
の
消
失
が
認
め
ら
れ
る
場
合

 

 

イ
 
突
発
性
で
持
続
す
る
徐
脈

 

ロ
 
子
宮
収
縮
の

50
％
以
上
に
出
現
す
る
遅
発
一
過
性
徐
脈

 

ハ
 
子
宮
収
縮
の

50
％
以
上
に
出
現
す
る
変
動
一
過
性
徐
脈

 

  
＜
参
考
＞

 
【
出
典
】
米
国
産
婦
人
科
学
会
．

 
「

N
eo

na
ta

l E
nc

ep
ha

lo
pa

th
y 

an
d 

 
Ce

re
br

al
 P

al
sy

」
 

【
内
容
】
脳
性
麻
痺
を
起
こ
す
の
に
十
分
な

ほ
ど
の
急
性
の

 

分
娩
中
の
出
来
事
を
定
義

 

（
二
）
低
酸
素
状
況
が
常

位
胎
盤
早
期
剥
離
、
臍
帯

脱
出
、
子
宮
破
裂
、

子
癇
、

胎
児

母
体
間

輸
血

症
候
群

、
前

置
胎

盤
か

ら
の
出
血
、

急
激
に
発
症
し
た
双
胎

間
輸
血
症
候
群

等
に
よ
っ
て
起
こ
り
、

引
き
続
き
、
次
の
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
所
見

が
認
め

ら
れ
る
場
合

 

 

イ
 
突
発
性
で
持
続
す
る
徐
脈

 

ロ
 
子
宮
収
縮
の

50
％
以
上
に
出
現
す
る
遅
発
一
過
性
徐
脈

 

ハ
 
子
宮
収
縮
の

50
％
以
上
に
出
現
す
る
変
動
一
過
性
徐
脈

 

ニ
 
心
拍
数
基
線
細
変
動
の
消
失

 

ホ
 
心
拍
数
基
線
細
変
動
の
減
少
を
伴
っ
た
高
度
徐
脈

 

ヘ
 
サ
イ
ナ
ソ
イ
ダ
ル
パ
タ
ー
ン

 

ト
 
ア
プ
ガ
ー
ス
コ
ア

1
分
値
が

3
点
以
下

 

チ
 
生
後

1
時
間
以
内
の
児
の
血
液
ガ
ス
分
析
値
（

pH
値
が

7.
0

未
満
）

 

＊
現
行
基
準
か
ら
の

変
更
点
を
赤
字
で
記
載
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産科医療補償制度 審査委員会 

委員長 戸苅 創 殿 
意  見  書 

                          2013 年 11 月 25 日     

             編集・監修日本産科婦人科学会/日本産婦人科医会 
             「産婦人科診療ガイドライン産科編」作成委員会 
                  委員長 水上 尚典（北海道大学教授） 
 
現在、進められている産科医療補償制度見直しの議論の中での、在胎週数28

週以上33週未満分娩例の個別審査基準見直しについて産科医療補償制度審査委

員会委員長より意見を求められましたので、産婦人科診療ガイドライン産科編

作成委員会としての意見を申し述べます。 

 

結論：産科医療補償制度審査委員会 個別審査基準改定案二－（二）は妥当と

考えます。 

 

以下「」内はその改定案二－（二）となります。 

「低酸素状況が常位胎盤早期剥離、臍帯脱出、子宮破裂、子癇、胎児母体間輸血

症候群、前置胎盤からの出血、急激に発症した双胎間輸血症候群等によって起

こり、引き続き、次のイからチまでのいずれかの所見が認められる場合 

 
イ 突発性で持続する徐脈 
ロ 子宮収縮の 50％以上に出現する遅発一過性徐脈 
ハ 子宮収縮の 50％以上に出現する変動一過性徐脈 
ニ 心拍数基線細変動の消失 
ホ 心拍数基線細変動の減少を伴った高度徐脈 
へ サイナソイダルパターン 
ト アプガースコア 1 分値が 3 点以下 
チ 生後 1 時間以内の児の血液ガス分析値（pH 値が 7.0 未満）」 

 

妥当と判断した意見は以下の通りです。 
産婦人科診療ガイドライン―産科編 2011（以下、「ガイドライン」）は evidence
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と consensus に基づき標準的産科診断・治療を示すことを目的に作成されてい

ます。evidence がある場合はそれに基づいて、それらがない場合には consensus
に基づいて予後改善のための医師の行動変容を期待して記載しています。ガイ

ドライン CQ411 の Answer 1 と２は、evidence と consensus（米国ならびに日

本の専門家の）に基づいて記載されています。Answer 1 の条件を満たした胎児

は健康であり、Answer 2（すなわちレベル 4～5）の条件を満たした胎児は既に

病変が形成されている可能性も高いこととなりますが、臨床的に重要なのは、

Answer 1 と 2 の間にある胎児の状態をすぐに娩出が必要か、あるいはもう少し

待てるかを判断することが求められています。そこで、それらの緊急度を示す

指標として、CQ411 中に表Ⅱ～Ⅲで示しています。これら胎児心拍数陣痛図の

基準においてレベル 4 とされた場合は、急速遂娩の準備、あるいは急速遂娩の

実行と新生児蘇生の準備を勧めています(レベル 5 の場合は急速遂娩の実行)。 
一方、産科医療補償制度における個別審査基準見直しに際しては、同ガイド

ラインを踏まえて検討する必要があると考えます。すなわち、現在の産科医療

補償制度の個別審査現行基準ではAnswer2の条件を満たした場合のみを基準と

して求めています。しかし、突発的に胎児低酸素状況を引き起こす特殊な病態

（常位胎盤早期剥離、臍帯脱出、子宮破裂、子癇、胎児母体間輸血症候群、前

置胎盤からの出血、急激に発症した双胎間輸血症候群等）では、診断次第急速

遂娩となることから、胎児心拍パターンにおいて Answer2 基準を満たす以前に

娩出となり脳性麻痺となる児が存在します。しかし、それら病態により脳性麻

痺となった児は例外なく、出生前ならびに出生時の状態が極めて悪いことから、

児状態が悪かったことを証明するための条件として、個別審査基準改定案にあ

る二－（二）－イ～チを設定し、これらのいずれかを認めた場合には個別審査

基準としています。なお、胎児心拍数陣痛図に関する二－（二）－イ～ヘはい

ずれも同ガイドラインのレベル 4 以上であり、重篤な低酸素状態が進行してい

る状態と解釈されます。また、二－（二）における、前提病態（常位胎盤早期

剥離、臍帯脱出、子宮破裂、子癇、胎児母体間輸血症候群、前置胎盤からの出

血、ならびに急激に発症した双胎間輸血症候群（TTTS）等）は日本産科婦人科

学会として「妊娠 28 週以降であれば、診断次第あるいは強く疑った時点で急速

遂娩すべきである」と考えている病態と考えます。 
以上 
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【推計の考え方】

　①沖縄県の調査結果の整理（使用データは１９９８年から２００７年の１０年間）

一般審査の
週数・体重区分

個別審査の
週数・体重区分

合計（参考）

A：沖縄県での当該10年間の出生数 １６４，４５７人 １，１５６人 １６５，６１３人

B：Ａのうち脳性麻痺児数（全数） １６９人 ８４人 ２５３人

C：Ｂのうち重症度該当者数 １０２人 ５５人 １５７人

D１：Cのうち、除外基準非該当者数 ８４人 ― ８４人

D２：Cのうち、個別審査の低酸素基準に
　該当し、かつ除外基準非該当の人数

― ２２人 ２２人

E：D(1または２）/A（有効数字5桁） 出生1000対０．５１ 出生1000対１９．０ 出生1000対０．６４

　②沖縄県の調査結果による全国ﾍﾞｰｽの推計値算出

一般審査の
週数・体重区分

個別審査の
週数・体重区分

合計（参考）

F：全国における2009年出生数 １，０６１，９７１人 ４，８７０人 １，０６６，８４１人

G：審査区分別推計人数(E×F) ５４２人 ９３人 ６３５人

　

※補償対象者数推計値の６３５人は、沖縄県の脳性麻痺の発生率を2009年の全国の出生数にあてはめて
   算出していることから、統計学的に見て全国における補償対象者数の真の予測値が含まれる可能性が
   高いと考えられる区間として、二項分布の正規近似を用いて得た９５％信頼区間。

医学的調査専門委員会の推計値・・・・・・・・５４２人＋９３人＝６３５人　（４８１人～７８９人(※)）

見直し後の補償対象者数の推計に関して

○

○

○

○

　補償対象となる脳性麻痺の基準を見直した場合の補償対象者数について、基本的には「産科医療補償制度　医学
的調査専門委員会」が現行制度における補償対象者数の推計を行うに際して使用したものと同一のデータを活用
し、同一の考え方で推計を行った。

　より高い精度で推計値を算出するために、地域別調査の個々の事例について、補償対象となるか否かを一例ごと
に判定し、その結果をもとに当該地域の補償対象者の割合を算出し、全国の出生数に乗じた。

　具体的には、沖縄県のデータについて、児を一般審査と個別審査の基準となる在胎週数と出生体重(※１)で区分
し、それぞれにおいて補償対象者の割合を算出し（以下の①のEに記載のとおり、一般審査の区分では出生１０００
対０．５１、個別審査の区分では出生１０００対１９．０）、それを２００９年の全国の出生数に乗じた（以下の②のGに記
載のとおり、一般審査は５４２人、個別審査は９３人）。

　個別審査については、個別審査基準の観点で補償対象に該当するか否かの判断について、宮崎大学の調査研究
におけるデータ（※２）を活用した。

※１　一般審査の在胎週数・出生体重区分・・・「在胎週数３１週以上かつ出生体重１，４００ｇ以上」
　　　 個別審査の在胎週数・出生体重区分・・・「在胎週数３１週以上かつ出生体重１，４００ｇ未満、または在胎週数２８週以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かつ３１週未満」

※２　宮崎県において1998年～2010年に出生した脳性麻痺（脳性麻痺疑いを含む）274例のうち、「在胎週数31週以上かつ
　　　 出生体重1,400g未満、または在胎週数28週以上かつ31週未満」の25例（宮崎大学 鮫島 浩 氏の判読による）のうち、
       10例が個別審査基準に該当し、かつ除外基準に該当せず補償対象と判断された（40.0％）。
       沖縄県のデータに比べ分娩時の低酸素状況に関する情報量がより豊富であるため、「個別審査の対象となる在胎週数・
   　　出生体重の重度脳性麻痺のうち、個別審査基準に該当し、かつ除外基準に該当せず、補償対象となる割合」の算出に
　　　 ついて活用し、沖縄県のデータへのあてはめを行ったもの。
　　　 なお、宮崎県のデータは重症度が不明であるものの、「個別審査の対象となる在胎週数・出生体重の重度脳性麻痺」
　　　 に掛け合わせているため、大きな不整合はないと考えられる。

一般審査基準の見直し（ 在胎週数３１週以上かつ出生体重1,400ｇ以上）＋個別審査基準の見直し
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【推計の考え方】

　①沖縄県の調査結果の整理（使用データは１９９８年から２００７年の１０年間）

一般審査の
週数・体重区分

個別審査の
週数・体重区分

合計（参考）

A：沖縄県での当該10年間の出生数 １６４，２０３人 １，４１０人 １６５，６１３人

B：Ａのうち脳性麻痺児数（全数） １５０人 １０３人 ２５３人

C：Ｂのうち重症度該当者数 ９１人 ６６人 １５７人

D１：Cのうち、除外基準非該当者数 ７３人 ― ７３人

D２：Cのうち、個別審査の低酸素基準に
　該当し、かつ除外基準非該当の人数

― ２３人 ２３人

E：D(1または２）/A（有効数字5桁） 出生1000対０．４４ 出生1000対１６．３ 出生1000対０．５８

　②沖縄県の調査結果による全国ﾍﾞｰｽの推計値算出

一般審査の
週数・体重区分

個別審査の
週数・体重区分

合計（参考）

F：全国における2009年出生数 １，０６０，８５９人 ５，９８２人 １，０６６，８４１人

G：審査区分別推計人数(E×F) ４７２人 ９９人 ５７１人

　

※補償対象者数推計値の５７１人は、沖縄県の脳性麻痺の発生率を2009年の全国の出生数にあてはめて
   算出していることから、統計学的に見て全国における補償対象者数の真の予測値が含まれる可能性が
   高いと考えられる区間として、二項分布の正規近似を用いて得た９５％信頼区間。

医学的調査専門委員会の推計値・・・・・・・・４７２人＋９９人＝５７１人　（４２３人～７１９人(※)）

見直し後の補償対象者数の推計に関して

※１　一般審査の在胎週数・出生体重区分・・・「在胎週数３２週以上かつ出生体重１，４００ｇ以上」
　　　 個別審査の在胎週数・出生体重区分・・・「在胎週数３２週以上かつ出生体重１，４００ｇ未満、または在胎週数２８週以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かつ３２週未満」

※２　宮崎県において1998年～2010年に出生した脳性麻痺（脳性麻痺疑いを含む）274例のうち、「在胎週数32週以上かつ
　　　 出生体重1,400g未満、または在胎週数28週以上かつ32週未満」の31例（宮崎大学 鮫島 浩 氏の判読による）のうち、
       11例が個別審査基準に該当し、かつ除外基準に該当せず補償対象と判断された（35.5％）。
       沖縄県のデータに比べ分娩時の低酸素状況に関する情報量がより豊富であるため、「個別審査の対象となる在胎週数・
   　　出生体重の重度脳性麻痺のうち、個別審査基準に該当し、かつ除外基準に該当せず、補償対象となる割合」の算出に
　　　 ついて活用し、沖縄県のデータへのあてはめを行ったもの。
　　　 なお、宮崎県のデータは重症度が不明であるものの、「個別審査の対象となる在胎週数・出生体重の重度脳性麻痺」
　　　 に掛け合わせているため、大きな不整合はないと考えられる。

　補償対象となる脳性麻痺の基準を見直した場合の補償対象者数について、基本的には「産科医療補償制度　医学
的調査専門委員会」が現行制度における補償対象者数の推計を行うに際して使用したものと同一のデータを活用
し、同一の考え方で推計を行った。

　より高い精度で推計値を算出するために、地域別調査の個々の事例について、補償対象となるか否かを一例ごと
に判定し、その結果をもとに当該地域の補償対象者の割合を算出し、全国の出生数に乗じた。

　具体的には、沖縄県のデータについて、児を一般審査と個別審査の基準となる在胎週数と出生体重(※１)で区分
し、それぞれにおいて補償対象者の割合を算出し（以下の①のEに記載のとおり、一般審査の区分では出生１０００
対０．４４、個別審査の区分では出生１０００対１６．３）、それを２００９年の全国の出生数に乗じた（以下の②のGに記
載のとおり、一般審査は４７２人、個別審査は９９人）。

　個別審査については、個別審査基準の観点で補償対象に該当するか否かの判断について、宮崎大学の調査研究
におけるデータ（※２）を活用した。

○

○

○

○

一般審査基準の見直し（ 在胎週数３２週以上かつ出生体重1,400ｇ以上）＋個別審査基準の見直し
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産科医療補償制度 剰余金の運用利率に関する検討結果について 

 

「産科医療補償制度 運用利率に関する検討会議」について 

 

（１）概要 

補償対象者数が一定数を下回った場合に運営組織である日本医療機能評

価機構に保険会社から返還される剰余金について、現行では返還までの期

間の運用益相当額が考慮されていないが、平成 26 年以降の保険契約におい

て運用益相当額を含む金額を返還する算出方法に見直すこととされた。そ

のため、有識者から構成される「産科医療補償制度 運用利率に関する検

討会議」を設置して、産科医療補償制度の趣旨等を踏まえた適切な運用の

あり方および運用益相当額の算出方法等について 11 月 18 日と 11 月 22 日

の２回にわたって検討を行った。 

 

（２）委員名簿 

                             （◎座長） 

  氏 名 所属・役職 

荒川 進 あらた監査法人 パートナー 

荒巻 淳 有限責任監査法人トーマツ ディレクター 

◎岩本 康志 東京大学大学院・経済学研究科 教授 

藤木 雅彦 タワーズ・ワトソン株式会社 ディレクター 

 

（３）会議の実施 

 

概要 開催日 

第１回運用利率に関する検討会議（審議） 11 月 18 日 

第２回運用利率に関する検討会議（取りまとめ） 11 月 22 日 

 

（４）検討結果 

別紙「剰余金の運用利率設定の考え方について」のとおり。 

 

 

 

 

以上 
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平成 25 年 11 月 22 日 

運用利率に関する検討会議 

 

剰余金の運用利率設定の考え方について 
 

１．剰余金の運用方法 

○ 保険会社では、複数年にわたる保険契約に対応する資産について、将来、

保険金や返戻金等を確実に支払うため、保険金や返戻金等の支払時期に運用

資産の償還期限が合うよう、国債などの債券を中心に運用する、いわゆる

ALM（Asset Liability Management / 資産・負債総合管理）が行われてい

る。補償金を 20 年にわたり給付し補償対象者数確定後に剰余金を返戻する本

制度の運用は、ALM による管理に馴染む。 

 

○ 剰余金の運用方法は、国債のほか株式、投資信託などが考えられるが、公

的性格の強い本制度においては、ALM を前提に、信用度および流動性が高い

日本国債をベースとした運用方法を運用益相当額算出の前提とすることが適

切である。 

 

２．運用利率の決定方式および水準 

○ 剰余金を返還するまでの約 5.5 年間の運用利率の決定方式につき、日本国

債をベースとした ALM 運用を前提として、主として市場金利変動リスクの負

担のあり方や事務ロードの多寡等を踏まえて比較検討を行ったが、本制度に

おいては「保険料計上時点の市場金利の実績値を用いて事後的に運用利回り

を設定する方式」により運用利率を決定する方式が適切である。 

 

○ 具体的に平成 26 年契約では、平成 26 年３月～平成 27 年２月の各月の残存

期間 5.5 年国債利回り（月末５営業日の平均利回り）の平均値を元に運用利

率が決定される。 

  運用利率の指標となる基準金利（国債の利率）は、流通市場における固定

利付国債の実勢価格に基づいて財務省が算出し公表している主要年限毎の半

年複利金利を元に割引債の金利に変換した利率とする。運用利率については、

基準金利から税負担コストや投資経費を控除して決定される。 

 

（参考） 2013 年 10 月末時点の金利を基準に試算すると、剰余金を返還する

までの約 5.5 年間の運用利率（年率）は、0.14％となる。 

 

以上 

 

別紙 
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単位：百万円

制度の前提･見直しの状況 平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年
（参考）

平成２７年
（31週の場合）

（参考）
平成２７年
（32週の場合）

・補償対象者数を年間800人と見込んで掛金
30,000円（保険料29,900円）を設定。
・掛金のうち100円は、分娩機関が廃止等した
場合に補償責任を引き継ぐための費用。

31,525 32,383 31,800 31,345 31,156 30,707 27,000 25,000

純保険料（補償原資）①
27,139 28,159 28,039 27,622 28,285 27,746 23,822 21,983

(86.1%) (87.0%) (88.2%) (88.1%) (90.8%) (90.4%) (88.2%) (87.9%)

6,570 5,790 4,290 2,100
（補償対象者数） (219人) (193人) (143人) (70人)

・平成21年6月に、補償原資に剰余が生じた場
合、保険会社から運営組織に返還される仕組み
を導入。
・返還される剰余金に、運用利息は含まれな
い。(平成26年契約からは運用利息相当額が付
加されて返還される予定。)
・剰余金返還の最低水準として補償対象者数推
計の下限値である300人を設定。(平成26年契約
からは最低水準を278人とする予定。)

20,569 22,369 23,749 25,522 － － － －

4,386 4,224 3,761 3,723 2,871 2,961 3,178 3,017
(13.9%) (13.0%) (11.8%) (11.9%) (9.2%) (9.6%) (11.8%) (12.1%)

994 899 735 745 929 1,055 1,090 1,090
(3.2%) (2.8%) (2.3%) (2.4%) (3.0%) (3.4%) (4.0%) (4.4%)

3,392 3,325 3,026 2,978 1,942 1,906 2,088 1,927
(10.8%) (10.3%) (9.5%) (9.5%) (6.2%) (6.2%) (7.7%) (7.7%)

1,015 1,081 872 862 532 529 532 487
(3.2%) (3.3%) (2.7%) (2.8%) (1.7%) (1.7%) (2.0%) (1.9%)

799 653 539 545 437 454 469 447
(2.5%) (2.0%) (1.7%) (1.7%) (1.4%) (1.5%) (1.7%) (1.8%)

1,578 1,592 1,615 1,571 974 923 1,087 993
(5.0%) (4.9%) (5.1%) (5.0%) (3.1%) (3.0%) (4.0%) (4.0%)

保険料収入（①＋②）

（掛金対象分娩数）

－

評価機構

－

給付金支給実績
＜平成25年10月末時点＞

－－

支払備金
＜平成25年10月末時点＞

－－ －

補償対象者数を800人と見込んで設定。
平成25年契約においては、補償対象者数を仮に
500人として見直し。(平成26年契約からは481
人の見込みとして算出する予定。)

制度変動
リスク
対策費

－

人件費

物件費

－

－

－

保険会社

付加保険料（事務経費）②

産科医療補償制度の収支状況

※１　掛金対象分娩数の予測にもとづく見込み

単位：億円

自賠責保険における支出構成割合
（平成23年度損保・共済計）

支払保険
金

75.3%

各種事務
経費
24.7%

産科医療補償制度における支出構成割合
（平成25年見込み）

支払保険金
（補償金）
90.8%

各種事務経
費
9.2%

損保決算概況における支出構成割合
（平成24年度損害保険協会加盟26社計）

支払保険
金

64.5%

各種事務
経費
35.5%

「日本損害保険協会　平成24年度損保決算概況について」
より

「平成25年1月開催　自賠責審議会資料」より

3,392 3,325
3,026 2,978

1,942 1,906

994 899

735 745

929 1,055

1,015 1,081 872 862
532 529

799 653
539 545

437 454

1,578 1,592
1,615 1,571

974 923

4,386

3,392

4,224

3,325

3,761

3,026

3,723

2,978 2,871

1,942

2,961

1,906

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年

Ａ：保険会社 Ｂ：評価機構 Ｃ：物件費 Ｄ：人件費 Ｅ：制度変動リスク対策費

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

※3 ※3

※２　平成27年以降の保険料水準算出のための試算であり、実際の額については異なる可能性がある。
※３　実績に基づく見込み

※1 ※1

(1,027,000)(1,054,340) (1,083,045) (1,063,540) (1,048,337) (1,042,000) (1,000,000)(1,000,000)

※2 ※2
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